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平成 25 年 3 月 6 日開会    美波町議会第 1 回定例会会議録 

 

平成 25 年 3 月 6 日 美波町議会第 1 回定例会を美波町役場議場に招集された。 

 

１、応召議員は次のとおりである。 

  2 番 江本  昇    3 番 影山 美雄     4 番 川尻 竹藏 

  5 番 永本善次郎    6 番 丸龍 孝敏     7 番 北山 朝彦 

  8 番 向山 篤宏    9 番 岩瀬  公    10 番 坂口  進 

 11 番 寺下 博子    12 番 新開 悦博    13 番 舛田 人 

 

 

１、不応召議員は次のとおりである。 

 

   な      し   

 

１、出席議員は次のとおりである。 

  2 番 江本  昇    3 番 影山 美雄     4 番 川尻 竹藏 

  5 番 永本善次郎    6 番 丸龍 孝敏     7 番 北山 朝彦 

  8 番 向山 篤宏    9 番 岩瀬  公    10 番 坂口  進 

 11 番 寺下 博子    12 番 新開 悦博    13 番 舛田 人 

 

 

１、本会の書記は次のとおりである。 

   議会事務局長  木里 茂樹 

 

１、地方自治法第 121 条の規定により説明のために会議に出席したものは次のと

おりである。 

町 長  影治 信良    副 町 長  山路 和秀 

教 育 長  寺内 康博    支 所 長  濱  浩治 

会計管理者兼会計課長  谷口 和江    総務企画課長  礒野 晴幸 

住民生活課長  岩瀬 和夫    保健福祉課長  花木美名子 

税 務 課 長  丸岡  武    建 設 課 長  鈴木 義勝 

産業振興課長  今津 秀貴    消防防災係長  橋本 一晴 

水 道 課 長  中林 伸次    住 民 室 長  藤井 隆司 

地域振興室長  小坂  進    日和佐病院事務長  岡本 照彦 

由岐病院事務長  木本  節    教 育 次 長  海司 広幸 

学校教育課長  武田 和幸    社会教育課長  鶴木 敏夫 

教 育 委 員 長  原田 村美    監 査 委 員  青木 昭夫 
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1.会議事件は次のとおりである。 

【報告】１件 

報告第 １号 株式会社道の駅日和佐の事業報告について 

 

【計画変更議案】１件 

議案第 ４号 過疎地域自立促進計画の一部を変更することについて 

 

【町道路線認定議案】１件 

議案第 ５号 町道路線の認定について 

 

【指定管理者の指定議案】１件 

議案第 ６号 美波町玉厨子農村公園の指定管理者の指定について 

 

【条例議案】 ２１件 

議案第 ７号 美波町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例の制定について（条例第１号） 

議案第 ８号 美波町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定につい

て（条例第２号） 

議案第 ９号 美波町町道の構造の技術的基準を定める条例の制定について 

（条例第３号） 

議案第１０号 美波町町道に設ける道路標識の寸法を定める条例の制定について 

（条例第４号） 

 

議案第１１号 美波町移動等円滑化のために必要な町道の構造に関する基準を定

める条例の制定について（条例第５号） 

 

議案第１２号 美波町準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定め

る条例の制定について（条例第６号） 

議案第１３号 美波町営住宅等の整備基準を定める条例の制定について 

（条例第７号） 

議案第１４号 美波町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する

基準を定める条例の制定について（条例第８号） 

議案第１５号 美波町水道法施行条例の制定について（条例第９号） 

議案第１６号 美波町都市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定について（条例第１０号） 
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議案第１７号 美波町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例の制定について（条例第１１号） 

議案第１８号 美波町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について（条例第１２号） 

議案第１９号 美波町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて（条例第１３号） 

議案第２０号 美波町子ども未来創造教育基金条例の制定について 

（条例第１４号） 

議案第２１号 美波町学校施設における夜間照明施設の設置及び管理に関する条

例の制定について（条例第１５号） 

議案第２２号 美波町町民グラウンド設置及び管理条例の一部を改正する条例の

制定について（条例第１６号） 

議案第２３号 美波町立日和佐幼稚園設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて（条例第１７号） 

議案第２４号 美波町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について（条例第１８号） 

議案第２５号 美波町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

（条例第１９号） 

議案第２６号 美波町都市計画審議会条例の制定について   （条例第２０号） 

 

議案第２７号 美波町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の制定につ

いて                    （条例第２１号） 

 

【補正予算議案】 ６件 

議案第２８号 平成２４年度 美波町一般会計補正予算（第５号） 

議案第２９号 平成２４年度 美波町国民健康保険事業特別会計補正予算 

（第４号） 

議案第３０号 平成２４年度 美波町公共下水道事業特別会計予算（第３号） 

議案第３１号 平成２４年度 美波町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第３２号 平成２４年度 美波町水道事業会計補正予算（第３号） 

議案第３３号  平成２４年度 美波町病院事業会計補正予算（第５号） 

 

【当初予算議案】１３件 

議案第３４号 平成２５年度 美波町一般会計予算 

議案第３５号 平成２５年度 美波町国民健康保険事業特別会計予算 

議案第３６号 平成２５年度 美波町住宅改良資金貸付特別会計予算 

議案第３７号 平成２５年度 美波町育英奨学金貸付事業特別会計予算 

議案第３８号 平成２５年度 美波町赤河内財産区特別会計予算 
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議案第３９号 平成２５年度 美波町簡易水道事業特別会計予算 

議案第４０号 平成２５年度 美波町漁業集落排水事業特別会計予算 

議案第４１号 平成２５年度 美波町公共下水道事業特別会計予算 

議案第４２号 平成２５年度 美波町介護保険事業特別会計予算 

議案第４３号 平成２５年度 美波町国民健康保険阿部診療所特別会計予算 

議案第４４号 平成２５年度 美波町後期高齢者医療特別会計予算 

議案第４５号 平成２５年度 美波町水道事業会計予算 

議案第４６号 平成２５年度 美波町病院事業会計予算 

 

【追加議案】１件 

議案第４７号 平成２４年度 美波町一般会計補正予算（第６号） 

 

【発議議案】２件 

発議第１号 美波町議会議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

発議第２号 美波町議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 
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３月６日（水） 

（時に ９時００分） 

議 長 おはようございます。本日、平成２５年第１回美波町議会定

例会が、招集されましたところ、議員各位には何かとご多忙の

折、ご出席下さいましてありがとうございます。  
本定例会は、平成２５年度の一般会計をはじめ、各特別会計

の当初予算また、数多くの議案を審議する重要な議会でありま

す。平成２５年度に関する町政運営の諸施策につきましては、

後ほど町長から説明がございますが、議員各位には慎重にご審

議下さいまして、適切な議決が得られますよう、格段のご配慮

をお願い申し上げます。  
只今の出席議員は 11 名（３番議員欠席）です。定足数に達し

ておりますので、これより平成２５年第１回美波町議会定例会

を開会いたします。 

（時に ９時００分） 

議 長 会議に先立ちまして諸般の報告を行います。１月２１日第

１回臨時議会及び全員協議会を開催しました。広報特別委員会

が１月２１日・２３日・２４日開催しました。１月２６日美波

町商工会合併調印式に議長が出席しました。２月１日 全員協

議会を開催しました。２月４日全員協議会・第２回臨時会を開

催しました。２月１８日阿南安芸自動車道等の早期完成につい

て、海部郡・安芸郡議長連合会が、徳島県・高知県選出の国会

議員に、１９日には、国土交通省に要望活動及び要望書を提出

してきました。２月２０日、徳島県市町村トップセミナーが開

催され、議長、副議長、監査委員が出席しました。２月２６日、

海部老人ホーム町村組合・海部郡特別養護老人ホーム事務組

合・海部郡衛生処理事務組合・海部消防組合の平成２５年第１

回定例議会が開催され、議長が出席しました。２月２８日、平

成２５年第１回の議会運営委員会を開催し、委員 7 名と、委員

外議員５名が出席し、提出議案等について審議いたしました。

２月２８日、公共交通特別委員会を開催し、デマンド型の乗り

合いタクシーについて協議を行いました。２月２８日第６４回

徳島県町村議会定期総会が開催され議長が出席しました。以上

で、諸般の報告を終わります。  
本日の会議を開きます。  
日程第１会議録署名議員の指名を議題といたします。会議録

署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は、会

議規則第１１５条の規定により、議長において指名いたします。
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５番永本議員、６番丸龍議員 両名を指名いたします。  
日程第２会期決定の件を議題といたします。会期につきまし

ては､去る２月２８日に議会運営委員会を開催しておりますの

で、議会運営委員長より､ご報告お願い致します。 

委員長 

１ ２ 番 議 員 おはようございます。議会運営委員長報告を行います。さる

２月２８日議会運営委員会を開催いたしました。委員７名の出

席の下、理事者側からは影治町長・山路副町長・礒野総務企画

課長の出席を求め、平成２５年美波町議会第１回定例会に上程

予定の議案内容につきまして慎重に審議いたしました。結果、

会期は本日３月６日より３月１４日までの９日間に開催するこ

とに決定いたしました。 

今回の議会運営委員会までに提出されている陳情書は、違法

な生体移植を禁ずることを求める陳情書・米軍機オスプレイの

低空飛行訓練中止を求める意見書の提出に関する陳情書・緊急

事態基本法の早期制定を求める意見書の提出を求める要望書・

核兵器全面禁止条約締結に関する意見書提出についての陳情書

につきましては、内容等をコピーし委員または委員外議員に配

布いたしました。なお一般質問の通告は、本日の正午までとい

たしておりますので、ご承知おき願いたいと思います。以上、

議会運営委員長報告を終わります。 

議 長 お諮りいたします。  
本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日か

ら３月１４日までの９日間とすることにご異議ございません

か。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。 

よって会期は本日から３月１４日までの９日間と決定いたし

ました。なお、会議予定につきましては、お手元にご配布の日

程表により進めたいと思いますのでご了承願います。  
 

日程第３町長提案理由説明を議題といたします。本定例会に

提出されております議案は、一覧表にありますとおり報告１件、

計画変更議案１件、町道路線認定議案１件指定管理者の指定議

案１件、条例議案２１件、平成２４年度補正予算議案６件、平

成２５年度当初予算議案１３件、計４４件であります。これを

一括して議題といたします。  
影治町長に、提案理由の説明を求めます。 
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町長 

町 長 おはようございます。啓蟄が過ぎ、厳しかった冬の寒さも緩

み始め、一雨ごとに春の気配が感じられるような季節となりま

した。今年も将来に夢を持つ子ども達の卒業・進学・就職と、

新しい人生に向かっての歩みが始まろうとしている本日、平成

２５年美波町議会第１回定例会を招集致しましたところ、議員

各位には公私何かとご多用の中、ご出席を賜りご審議を頂けま

すこと大変有り難く存じているところでございます。  
本定例会におきましてご審議をお願いする議案については、

２月２８日の議会運営委員会において説明を致しました報告１

件及び計画変更議案１件、町道路線認定議案１件、指定管理者

の指定議案１件、条例関係の議案２１件、平成２４年度の一般・

特別・企業会計の補正予算に関する議案６件、平成２５年度一

般・特別・企業会計の当初予算に関する議案１３件の計４３件

の議案を提出しているところでございます。  
議案説明に先立ちまして、年度の始めとなることから、町政

の取組みに対する一端を述べ、議員各位のご理解とご指導を賜

りたいと存じます。  
昨年末に発足した自公連立政権は、本年１月には日本経済再

生に向けた緊急経済対策を閣議決定し、２月には大型補正予算

を成立させるなどデフレ脱却を目指す経済政策を積極的に推進

しています。市場もこうした政府の動きに好感し、円安、株高

で現在推移しているところでありますが、地方財政や私たち過

疎地域の雇用、景気などを取り巻く環境は、まだまだ好転する

気配を見せていません。  
ご承知のとおり、本町の財政構造は国・県補助金や地方交付

税などに大きく依存しており、今後の国等の動向によっては厳

しい財政運営を強いられかねず、創意と工夫を凝らした財政の

健全性確保の取り組みと慎重な行財政運営が必要となってまい

ります。  
平成２５年度の予算編成においては、持続可能な財政運営を

念頭に置きつつ、本年８月に私の任期が満了することから、下

半期に事業着手となる新規事業については、当初予算への計上

を控えさせていただいたところであります。一方で、２月に成

立した国の補正予算に関連する各種事業については、地域の元

気臨時交付金をはじめとする有利な財源が確保された事業につ

いて、前倒しして平成２４年度補正予算に計上いたしたところ

であります。従いまして、実質上の平成２５年度事業は、平成
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２４年度補正予算と平成２５年度当初予算を合わせた１３ケ月

予算で実施していくこととなります。  
平成２５年度は、１.医療体制の整備推進 ２.防災・減災対

策の推進（地域防災力の強化を含む） ３.交流人口の拡大と地

域の活性化 ４.生活維持公共交通システムの構築 ５.子育て

支援の拡充 ６.サテライトオフィス誘致 ７.水道未普及地域

の解消の７項目を重点事業として集中的に取り組むことといた

しております。また、平成２５年度が今後１０年間の町政運営

の指針となる第２次美波町総合計画の初年度にあたることか

ら、２５年を合併後の草創期を経てさらなる発展・飛躍を遂げ

ていく出発・節目の年と位置づけ、職員共々初心を忘れること

なく基本に立ち返り、日々住民の皆様のために何ができるかと

いう視点をもって、知恵を出し汗を流して、職務に邁進してま

いりたいと決意も新たに致しているところでありますので、議

員の皆様の一層のご理解とご協力ご支援を賜りますようお願い

を申し上げます。  
それでは昨年１２月議会以後の町政の動きと、各課・室にお

ける事務事業の進捗状況について申し上げます。はじめに総務

企画課関係でございますが、サテライトオフィス誘致関係では、

今後の展開として、新たなサテライトオフィスの誘致が望まれ

るところであり、私も今年２月初めに企業誘致のお礼と新たな

誘致を兼ねて、東京の企業へのトップセールスを行って参った

ところであります。３月１９日には、大阪のＩＴ企業が美波町

へ視察に来ていただけることとにっております。今後とも、徳

島県や関係機関との連携を図り、新たなサテライトオフィス誘

致に取り組んで参りたいと考えております。 

第２次美波町総合計画策定についてでありますが、基本構想

となる原案の作成のため、昨年１２月から１月までの間に各

課・室長により内容の検討を行うと共に課長会による検討会議

を３回開催いたしております。この基本構想の原案を基に、２

月２５日に第２回の総合計画審議会を開催し、ご意見を頂いた

ところであります。今後は、頂いたご意見を基本構想に反映す

ると共に、基本計画の策定にも取り組んで行くことといたして

おります。 

業務の完了時期については、当初予定いたしておりました３

月中の完成は非常に難しいことから、繰越しさせて頂き、より

良い総合計画として平成２５年度の出来るだけ早い時期に策定

をさせて頂ければと思いますので、ご理解の程よろしくお願い
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をいたします。 

美波町立病院建設事業につきましては、昨年１２月に基本設

計・実施設計を一般公募したところ、３社の参加をいただきま

した。美波町立病院建設設計業務プロポーザル審査委員会によ

る第１次審査を１２月２６日に行い、第２次審査を２月１４日

に行いまして、京都府の「株式会社 内藤建築設計事務所」を

最優秀者に、大阪府の「株式会社 久米設計大阪支社」を優秀

者と決定いたしました。その後、最優秀者と２月２８日に契約

交渉を行い、３月４日に５０,９２５千円、請負率７８．７８％

で契約し、履行期間は３月５日から１２月２７日までといたし

ております。 

今後は、２病院を再編し新病院を建設することから、各病院

のスタッフとのヒアリングを重点的に行い、６月頃を目処に基

本設計を完了する予定といたしております。また、保健センタ

ー（仮称）については、現在整備方針の原案を作成中であり、

３月中には検討委員会においてご審議頂く予定としており、基

本設計・実施設計を本年８月に発注予定といたしております。

病院建設に当たりましては、建設財源となります地域医療再

生臨時特例交付金の交付条件として平成２５年度内の工事着手

が義務づけされていることから、非常にタイトなスケジュール

ではありますが、鋭意取り組んで参りますので、ご理解、ご協

力の程よろしくお願いいたします。 

地域公共交通関係では、高齢者や自動車運転免許を持たない

方々の、通院や買い物などの交通確保を図るため、昨年から検

討をいたしておりましたデマンド型乗合タクシーの実証運行に

ついて、今年３月から４月にかけて運行手続きを行い、５月頃

から日和佐地区で実施する予定といたしております。区域は、

日和佐地区中心部から半径約３キロメートル以内の範囲とし

て、主に現在実施いたしておりますタクシー助成の対象となら

ない方々を対象としております。年齢等の制限を設けず、区域

内であれば１回３００円の負担で、戸口から戸口への移動が出

来ることと致しております。なお、実証運行でありますので、

利用者数の状況なども踏まえ、必要に応じて見直しを行うこと

といたしております。地域公共交通につきましては、高齢化が

進む中、住民の方々の移動手段を確保するため、この実証運行

を含め鋭意取り組んで参りたいと考えております。 

町政懇談会については、今年に入ってから１月に大戸、弁才

天、外磯町、２月には井ノ上、奥潟、中村町の計６町内会にお
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いて実施いたしております。 

地域がキャンパス推進事業については、２月２６日に由岐公

民館において、徳島文理大学と四国大学の学生さんによる平成

２４年度「地域がキャンパス」推進事業報告会が開催されまし

た。報告会では、美波町の文化伝統行事を活かした活性化策の

提案や水産業のリスク分散の調査結果及び提案などを頂いたと

ころであります。この地域がキャンパス推進事業については、

地域、大学及び行政の連携の下、若者の発想や視点を活かした

新たな地域活性化への取り組みとして来年度も引き続き行って

参りたいと考えております。 

職員研修については、２月２０日に午前、午後の２回に分け

て、コンプライアンス研修を行いました。職員による不祥事な

どの防止に向け、臨時・非常勤職員も含めた全職員の服務の徹

底や、職員の更なる法令遵守意識の啓発を図るための研修とい

たしております。この研修を踏まえ、公務員としての倫理観、

使命感を持ち職務にあたるよう、職員意識の高揚を図って参り

たいと考えております。  
昨日、新聞報道がされた田井団地訴訟についてでございます

が、これは旧由岐町時代に町が造成した宅地を、平成元年に住

宅建設用地として購入した住民から、地盤沈下により建物に変

状が生じたとして、平成１５年６月に訴状が提出された損害賠

償請求事件であります。平成２１年７月に第１審の判決があり、

判決内容は請求額２６，６４６,６００円に対し、被告「美波町」

は原告に対し、「６，５９２,２００円と、これに対する平成１

５年３月１６日から支払い済まで年５分による遅延損害金の支

払いと訴訟費用の４分の１を支払え」との判決内容でありまし

た。 

この判決に対し、原告及び被告側の双方から控訴状が提出さ

れ、高松高等裁判所においてその控訴審の判決が平成２２年１

２月２０日に出されました。その判決内容は美波町は原告に対

し、「４，０６６,２３７円と、これに対する平成１５年３月１

６日から支払い済まで年５分による遅延損害金の支払いと訴訟

費用の５分の１を支払え」との判決でありました。第１審判決

に比べ、美波町の損害賠償額が２，５００千円余りが減少し、

訴訟費用についても負担割合が減少した判決内容でありまし

た。この控訴審の判決に対し、平成２２年１２月２９日に原告

側から上告状兼上告受理申立書が提出され、美波町からも上告

状兼上告受理申立書を提出し、最高裁判所の判断を待つことと
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いたしておりました。 

この度、２月２８日付けで最高裁判所の決定が出され、原告

側の上告を棄却及び上告不受理の決定と被告側に対しても上告

不受理の決定がなされました。このことにより、高松高等裁判

所の判決が確定したこととなります。今後は、損害賠償の支払

い手続きを早急に進めさせて頂くことといたしております。 

次に、支所における総務企画関係でございますが、簡易木造

工作物による体験交流施設の試作品製作については、株式会社

つみきハウス分の納入が完了し、由岐漁港木岐地区東用地に据

付けを完了しております。また、由岐地区の白地図作成業務に

ついては、１月７日に株式会社ファルコンと１，２９９，９０

０円で契約を締結し、現在、地図データの変更をほぼ終え、役

場内での確認作業を残すところとなっております。 

次に、保健福祉課関係でございますが、去る２月２日に美波

町地域自殺対策緊急強化事業として、地域活動支援センターと

みたと美波町の共催により「第６回とみた支援アワーありがと

う～届けいのちのメッセージ」と題し、講演会及び体験発表会

を開催いたしました。第 1 部の講演会では、ゴスペル歌手市岡

裕子氏をお招きし「人生あきらめたらあかん！－苦しいときこ

そ夢と希望と音楽と－」と題し、トーク＆ゴスペルコンサート

を、第２部では精神障害者によります「わたしの大事にしてい

ること」と題して体験発表会を開催いたしました。 

当日は約２００名余りのご来場があり、泣いたり笑ったりの

ひと時の中で、自分を見つめ直す機会、また元気をもらう機会

になったのではないかと思っております。また、「ストレス解消

だ！さあ心と身体を動かそう！！」と題して、ストレス予防教

室を４回シリーズで開催いたしました。教室の内容は「ヨガ」「コ

ラージュづくり」「小物づくり」「リフレッシュ体操」を実施し、

延約５０名の参加がありました。ストレス時代の昨今、毎日の

生活とうまく向き合いながら免疫力アップにつながり毎日の生

活に張りを取り入れるきっかけづくりになったと思っておりま

す。 

次に、国民健康保険事業では、２月７日に平成２４年度美波

町国民健康保険運営協議会を開催し、美波町国民健康保険の現

状と平成２４年度国民健康保険特別会計予算の執行状況、平成

２５年度国民健康保険特別会計当初予算（案）、第２期特定健

診・特定保健指導実施計画についてご審議いただき、ご承認を

頂いただいたところでございます。 
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次に、産業振興課関係でございますが、平成２５年の迎春イ

ベントとして、例年同様「ひわさ冬まつり」が開催されました。

城山では、新春を迎えると同時に「賀正」の文字の点灯、初日

の出を見ようと大浜海岸を訪れた方々への「迎春汁」の接待・

日和佐太鼓創作会の勇壮な「初日の出ライブ」を行いました。

今年は、大浜海岸を訪れた人が多く、用意していた４００食の

「迎春汁」があっという間に無くなるほどの好評でありました。

今年の初日の出は、雲の影響で水平線から昇らなかったものの、

雲の間から初日の出が拝め、大勢の初詣客や帰省客の皆さんに

は喜んで頂けたものと思っております。 

第４回千羽海崖コースタル・トレイルランニングレースが、

１月２０日（日）に過去最多の５８６人の参加を得て開催され、

海を望める珍しいコースということもあり、県外からの参加者

も多く、交流人口の拡大にもつながりました。 

海部３町で組織する南阿波よくばり体験推進協議会が行って

いる体験型観光や修学旅行の受入は、１２月１２日～１３日の

広島県海田町立海田西中学校８４名を受け入れて、今年度の予

定を終了したところであります。 

平成２４年度の受入総数は２，６８４名であり、前年度より

４１２名の増加となっております。また、「全国ほんもの体験フ

ォーラムｉｎ徳島」が３月１６日～１８日の３日間、本県で開

催されます。１６日にはアスティー徳島で全体フォーラム及び

情報交換会が行われますので、議員の皆様方も是非ご参加下さ

るようお願いを申し上げます。 

また、県南部関係といたしまして、牟岐町の海の総合文化セ

ンターにおいて１７日午前中に２つの分科会が開催されます。

第１分科会では「漁業と海の活用により漁業振興を」、第２分科

会では「自治体連携とコーディネート組織の運営」と題した分

科会が開催されますので、こちらの分科会へも多数ご参加下さ

るようお願いを申し上げます。また、１７日午後と１８日には、

１泊２日の体験ツアーとして、「南阿波の農家生活体験＆カツオ

のたたき作り体験」など５つの体験メニューを海部郡３町で実

施いたしますので、ご支援ご協力のほどよろしくお願いを申し

上げます。 

次に、支所における産業振興関係でありますが、漁港事業関

係では、町営伊座利漁港のストックマネージメント調査につい

ては、１２月２６日に入札を行い、株式会社基礎建設コンサル

タントが８，９７７，５００円、請負率９４．８２％で落札し、
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工期を平成２５年３月２９日といたしております。現在、現地

での調査をほぼ終え、調査内容の解析、報告書の集計を行って

いるところであります。 

県工事関係では、昨年に引続いて実施している県営由岐漁

港・由岐地区の通称「流れ川」護岸の改良工事については、１

０月下旬にストックマネージメント事業分及び県単事業分の２

工事が発注され、その内、県単事業分が２月９日に竣工してお

ります。ストックマネージメント事業分の鋼矢板打設分につい

ては、現在も工事が継続中ですが、残りのエプロン等保全工事

の発注時期については、来年度以降になる見込みとのことであ

ります。 

広域漁港整備事業については、機能保全対策が必要な志和岐

地区、阿部地区、木岐地区の防波堤の沈下対策工事の実施設計

委託業務の発注に向け、準備を行っていると聞いております。

水産関係では、本町の漁業者をはじめ徳島大学、徳島県水産

研究所、ならびに美波町で組織する「美波の海の恵み研究会」

で取り組んでおりますヒジキの養殖試験につきましては、昨年

１２月２２日、徳島県水産研究所の指導のもと、東由岐と西由

岐漁協の組合員をはじめ、徳島大学の学生等が参加して、ヒジ

キ種苗の挟み込み、ならびに沖出しを行いました。  
６０ｍ×５０ｍの枠を由岐湾沖に２箇所設置し、ヒジキの苗

を挟んだ５０ｍのロープ１０本、計５００ｍを取り付けており

ます。今後、２カ所合計で１ｍ当たり５キロ、全体で５，００

０キロのヒジキの生産を予定しております。また、田井ノ浜に

おきましては、枠を設けず竹を使って５０ｍの種苗ロープ２本

を試験設置しております。また、ヒジキの養殖試験に関連して、

去る２月２４日、魚食振興ならびにヒジキの養殖試験のＰＲを

兼ねて、ぽっぽレストランにおきまして、ワンデイシェフを実

施いたしました。今回は、昨年４月に収穫した養殖ヒジキを用

いて「ひじきの混ぜごはん」を２２食を試作・販売し、僅かで

はありましたが、売り上げから材料費等を差し引いた純利益を、

海の恵み研究会の活動費に充てて頂く予定としております。  
平成２２年７月から、陸上閉鎖循環養殖実験を行っているク

エについてでありますが、昨年１２月２７日に株式会社中徳を

経由して３匹の活魚形態での販売を試みております。大きい方

は２匹で３．４㎏、１㎏当たり４，５００円の計１５，３００

円、小さい方は１匹１．３㎏で、１㎏当たり２，７００円の３，

５１０円で販売できましたので、合計額を雑入として納入して
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おります。ただ、買い手の希望としては２㎏以上、出来れば３

㎏サイズをという感想があったとのことでありました。今後の

クエの養殖試験につきましては、志和岐漁協とも協議のうえ、

手放す時期を模索したいと考えております。 

次に、建設課関係でありますが、はじめに町工事について ご

報告をいたします。県単治山事業の木岐３５号線路面工事は、

３月末完了予定といたしております。徳島県林業飛躍基金事業

の林道新発谷線開設工事は、１月１８日に入札執行し、有限会

社井上建設が２４，９６７，９５０円で落札いたしました。請

負率は８５．９９％で、工期は平成２５年３月３１日までとい

たしておりますが、繰越予定でございます。橋梁架け替え工事

の打越３号線１号橋、総屋敷１号橋は３月末完了予定といたし

ております。橋梁長寿命化修繕計画の一の坂橋と府内１号橋は、

２月末発注し、繰越予定でございます。県単急傾斜地崩壊対策

事業の赤松栗作・高原寿夫宅、志和岐天王・奥田幸松宅は３月

末完了予定としております。農業施設災害は、１２月２８日に

馬路農地と新居屋用水の２件の入札を行いましたが、うち新居

屋用水が不調となり、２５年度夏以降に再度入札の予定といた

しております。なお、落札された馬路農地については、２月末

に完了しております。公共土木施設災害の日浦日の地線、久望

尾野線、戎町５号線、明丸谷川、惣谷川、星越谷川、藤本谷川

の７箇所については、２月末に完了しております。 

公共下水道事業の寺前排水区函渠整備工事は、１月１８日に

入札執行し、１月２１日に臨時議会でご承認を頂きました。工

期は３月末までと設定しておりますが、繰越承認を頂いた上で

８月まで延伸予定でございます。 

次に、県工事の主なものについてご報告いたします。まず、

道路関係でございますが、赤松由岐線では、赤松耳瀬の岩屋谷

付近～手前側墓地付近までの局部改良工事は、６月頃まで繰越

予定と聞いております。赤松由岐線久望の山岡奥、久保手前の

道路維持修繕は、２月上旬に用地測量のための境界立会をした

と聞いております。日和佐小野線・田井ノ浜の現道改良につい

ては、元美波荘付近の側溝は完了したと聞いております。日和

佐小野線奥河集会所前から八幡神社付近の舗装修繕工事は、２

月上旬に発注し、３月末完了予定と聞いております。由岐大西

線の阿部での緊急地方道は、阿部集落のすぐ手前の第 1 分割は

１２月末に完了し、西谷橋付近の第 2 分割は１２月中旬に発注

し、６月頃まで繰越予定と聞いております。由岐大西線の阿部



 17

でのお水荘付近と、その続きの阿部寄りの測量設計は完了し、

阿部寄りの用地測量に着手したと聞いております。由岐大西線

の伊座利での災害防止緊急事業は、伊座利バス停から磯田宅付

近で３月末に発注予定と聞いております。日浦野田線の道路維

持修繕工事は、１２月から用地補償に着手し、３月末契約予定

と聞いております。日和佐上那賀線山河内西山の玉厨子橋の橋

梁修繕工事は、３月末の完了予定と聞いております。日和佐牟

岐線山河内明丸の第２展望台付近の道路修繕工事は、第２分割、

第３分割ともに繰越予定と聞いております。 

次に、河川、砂防、治山関係でございますが、奥潟川総合流

域防災事業の３分割で発注した支線の牟井谷川は、２５年３月

に完了予定で、樋門及び舗装も２５年３月の完了予定と聞いて

おります。河川特改では、阿部東川で床止め工事が大きな機械

が入れないなど３度の入札不調になっておりますが、２５年４

月以降発注予定と聞いております。県営の急傾斜地崩壊対策事

業は、伊座利小学校裏付近での擁壁、法面工事及び第２分割は

３月末の完了予定と聞いております。県営の急傾斜地崩壊対策

事業は、日和佐小学校裏付近(奥河内)で測量と地質調査は完了

し、設計は繰越予定で、３月中に県と町で協議を行う予定と聞

いております。 

南海地震対策緊急事業の県単砂防事業で実施している津波避

難階段は、伊座利、阿部寺谷、志和岐天王２カ所、東由岐、木

岐東、木岐本村２カ所、恵比須浜、奥河内西町、日和佐浦の１

１カ所のうち、東由岐、恵比須浜、日和佐浦が工事中で、木岐

東及び木岐本村と阿部寺谷が３月下旬の発注予定と聞いており

ます。未発注箇所についても準備が整えば発注すると聞いてお

ります。山王谷の通常砂防事業は、工事対象者の内諾を頂いた

ので、砂防指定地の手続き開始したところでありますが、当該

地の山林に、徳島県林業公社が地上権を設定している箇所があ

り、林野庁と地上権抹消手続きの調整中であると聞いておりま

す。 

海岸防災林造成事業の治山事業で実施している南海地震対策

の苫越の防潮堤嵩上げ工事は、３月末の完成予定と聞いており

ます。県単治山事業の田井での護岸工事は、１月上旬に完了し

ております。県単治山事業の北河内久望での山腹工事は、１月

下旬に完了しております。 

次に、港湾関係でございますが、日和佐港の海岸高潮対策事

業の南防波堤改修工事は、繰越分は２５年３月末の完了予定と、
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現年分は１２月中旬発注し、秋頃まで繰越予定と聞いておりま

す。北突堤基部嵩上げ工事は、１月末に発注し３月末完了予定

と聞いております。港湾維持補修では、野田製材前の防潮堤の

開口部門扉２箇所と、大浜の防潮堤の開口部門扉１箇所をコン

クリートで閉鎖する工事を３月末に発注予定と聞いておりま

す。 

次に、地域高規格道路阿南安芸自動車道については、日和佐

道路の田井高架橋付近の２箇所の緊急時に避難可能な通路の防

災対策工事については、５月頃まで繰越予定と聞いております。

次に、国道関係でございますが、日和佐川橋耐震補強工事は、

２月末に完了したと聞いております。 

次に、支所における建設課関係でありますが、西由岐１５号

線道路排水改良工事については、２月１４日に行った入札が不

調となり、設計内容の見直しを行ったうえで施工可能業者と随

意契約を締結し、年度内完成に努めてもらうことといたしてお

ります。 

次に、消防防災課関係でありますが、１月５日に多数の来賓

のご臨席を賜り、平成２４年度美波町消防団出初式を挙行しま

した。日和佐グラウンドに町内１６分団が参集し、地域防災の

要として心構えを新たにしたところでございます。今年も、木

岐小学校のワイキキっ子消防クラブによる軽可搬ポンプ操法が

披露され、式典に華を添えてくれました。また、閉式後には日

和佐川において一斉放水を実施し、火災出動に備えた活動の一

端を住民の方々に見学いただきました。 

火災等の消防団の出動状況でありますが、昨年１２月２８日

に美波町奥河内の観音寺住居部分より出火、１月１０日には、

県道赤松由岐線の馬路付近の路上において車輌車火災が発生、

２月２５日には、美波町西河内字はりまの空き地より出火し、

それぞれの火災現場へは日和佐分団と海部消防組合が出動し、

消火にあたった結果、いずれの火災も他に延焼もせず、けが人

もなく鎮火いたしました。３月１日から春の火災予防運動が始

まっておりますので、火の元には十分気をつけて頂きたいと思

います。 

防災関係でございますが、１２月２０日に危機管理プロジェ

クト幹事会を開催し、個別危機管理マニュアル、防災行政無線

整備、地震・津波避難訓練、災害対策本部等の設置、住民懇談

会、ハザードマップ、黒潮町視察などについて協議を行ってお

ります。地震・大津波避難訓練として１２月２３日午前７時３
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０分から４５分かけて避難訓練を実施いたしました。今回の避

難訓練は、自主防災会、消防団、役場職員、要援護者支援者な

どが率先避難者となり、地域住民に対する声かけ避難の訓練と

いたしております。また、１０時から海陽町まぜのおかにおい

て、南部圏域防災訓練として大規模災害を想定し、防災関係機

関が連携した防災訓練が実施されまして、町内自主防災会から

６名が訓練に参加しております。 

志和岐老人クラブ主催により１月１９日に開催された防災教

室に出席し、今回の徳島県の津波浸水想定による志和岐地区の

被害の説明、及び地震、津波が起った時に各自が行うこと、地

域で行っていただくこと、町として行っていくことなどの説明

をさせていただくとともに、町への要望などもお聞きしました。

由岐小学校５，６年生が昨年８月３０日，３１日に行った防

災キャンプの報告会が１月１９日に徳島市で行われました。美

波町からも代表者が取り組み状況などについて発表し、意見交

換を行っております。 

南太平洋で発生した地震により、２月６日１４時４１分太平

洋沿岸部に津波注意報が発令されました。津波到達予想時間は

１８時００分、予想される津波の高さは０．５ｍとのことであ

りましたので、住民へ注意報の発令、注意喚起の放送を行い、

１５時より樋門、陸こうの閉鎖を行い、地域防災計画に基づく

動員体制を敷き、職員が警戒に当たりました。由岐の観潮所に

おいて２０時５９分に津波２０ｃｍを観測いたしましたが、特

段の被害等もなく、２２時４５分に注意報は解除されておりま

す。 

昨年、内閣府が公表した津波高が日本一となる最大津波高３

４ｍの高知県黒潮町の視察研修を２月１５日１６日の２日間に

渡り行いました。危機管理監補（教育長）以下７名が黒潮町を

訪問し、当日は、情報防災課松本課長から黒潮町の取り組みに

ついて説明をいただいたあと、町内の防災関連施設整備等の視

察をさせていただきました。この黒潮町の取り組み等で参考と

なる点については、今後、美波町の取り組みにも活かしていき

たいと考えております。 

海部郡内において災害が発生した場合に、郡内の町がそれぞ

れの消防力を活用して、消防の相互応援を行うことにより、災

害による被害を最小限に防止することを目的として、２月１日

に海部郡３町で海部郡町消防相互応援協定を締結いたしまし

た。また、２月２７日には、大規模な災害が発生した際に、日



 20

用品等の物資を調達する必要がある場合に、調達可能な物資の

供給を目的として、NPO 法人コメリ災害対策センターと応援協定

を締結いたしました。 

次に、入札関係でございますが、平成２４年度都市防災総合

推進事業によるハザードマップ作成委託業務の入札を１月１７

日に執行し、ニタコンサルタントが２１，９４５，０００円で

落札しました。請負率は９３．５３％で工期は平成２５年３月

３１日までですが、繰越予定としております。また、２月４日

には４件の入札執行を行い、美波町コミニティーホール避難階

段整備工事は２４，３４９，５００円、請負率８６．６９％で

本田建設有限会社が、防災基地・２号避難路整備工事は３１，

５００千円、請負率９５．１５％で有限会社楠本組が、１・３

号避難路整備工事は１７，９７６千円、請負率９９．８９％で

西山組が、由岐中学校裏避難階段整備工事は９，８７０千円、

請負率９１．３５％で有限会社西前工務店がそれぞれ落札いた

しました。工期は各工事ともに平成２５年３月３１日までであ

りますが、いずれも繰越予定としております。なお、平成２３

年度からの繰越事業の都市防災総合推進事業による防災基地舗

装工事は３月５日に竣工し、３月２７日に記念式典を開催する

予定で準備をしております。記念式典にはドクターヘリに離着

陸していただき、離着陸訓練、ヘリ見学会なども計画いたして

おります。 

次に、教育委員会関係でございますが、１月３日に、平成２

４年度美波町成人式をコミュニティホールにおきまして開催い

たしました。本年の新成人該当者は、男子４６名、女子４３名

の合計８９名でありましたが、そのうち男子３５名，女子３４

名の計６９名の出席がございました。  
また、学校給食におきましては、週２回、徳島市の業者から

給食パンを配送していただいておりますが、この業者が今年度

末で給食事業から撤退するとの申し入れがありました。これを

受けまして、パンを製造、配送していただける業者を探してお

り、現在、海陽町にある業者と交渉中であります。  
新春恒例の由岐駅伝競走大会が、１月２日（水）由岐青年会

主催により開催されました。徳島駅伝にも海部郡の選手として

出場された立命館大学の久保祐介さんをお招きし、全区間を走

っていただきました。由岐支所前を発着点として５区間１２．

３ｋｍのコースで健脚を競い合い、徳島駅伝の選手３名を擁す

る西の地Ａチームが、三連覇で１６回目の優勝を飾りました。
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美波町スポー少年団駅伝大会が１月１３日（日）に開催され、

海部郡内のスポーツ少年団１９チームが参加し、沿道からの声

援を受けながら健脚を競いました。男子の部では、由岐少年野

球部Ａチームが、女子の部では、牟岐ＪＶＣ（バレー）が優勝

しました。 

美波町由岐地区文化協会主催で「趣味の発表会」が１月１３

日（日）に由岐公民館で開催されました。出演者は三味線や大

正琴、民謡、カラオケなど日頃の練習の成果を披露いたしまし

た。 

地域別人権懇話会を２月５日（火）から３月５日（火）にか

けて町内６会場において開催し、福井小学校教頭の湯浅篤人先

生を講師にお迎えし、「うたや人、識字から学ぶ人権」をテーマ

にご講演をしていただきました。また、日和佐公民館において

２月１９日（火）に人権問題講演会を開催し、笑福亭学光さん

を講師にお迎えし「知らなかったではダメ～笑いでコミュニケ

ーションづくり～」をテーマにご講演をしていただきました。

次に、水道課関係でございますが、上水道事業では、深瀬地

区の水道施設整備事業は、加圧場予定地については、平成２４

年１２月２５日に農業委員会の許可を受け、平成２５年１月１

７日に１，１２５千円で土地の売買契約を済ませ、土地の所有

権移転登記申請書を２月２１日に提出いたしました。加圧場の

建設工事につきましては、平成２５年１月３０日に指名競争入

札を実施した結果、３６，４３５千円、請負率９４．７６％で

扶桑建設工業株式会社が落札し、２月４日に契約を締結いたし

ました。工期は平成２５年３月３１日までとしていますが、繰

り越し予定といたしております。  
次に病院事業関係でございますが、日和佐病院における医療

事故に関する調停事件については、去る２月２６日に第２回目

の調停が開催されまして、副町長と日和佐病院事務長の二人が

私の指定代理人として牟岐簡易裁判所に出頭し、２月４日の臨

時議会において議決していただきました内容によって申立人と

合意し、調停が確定致しました。今後は、出来るだけ速やかに

損害賠償金の支払い手続きを進めるとともに、医師賠償保険の

引受会社と保険金の支払いについて、再度交渉を行いたいと考

えております。今後は、このような事故が起こらないよう、充

分に注意して参ります。  
以上、町政の取組みに対する一端と「諸般の報告」と致しま

す。議員各位のご理解をお願い申し上げる次第であります。  



 22

続きまして今議会に提案し、ご審議を賜ります議案につきま

して、その概要を順次ご説明申し上げます。  
まず、報告第１号は「株式会社道の駅日和佐の事業報告につ

いて」でありますが、町が出資している法人で、資本金、基本

金等の２分の１以上を出資している法人については、その経営

状況を議会に報告することが義務づけられております。  
 株式会社道の駅日和佐につきましては、町が５５．２５％（現

株式総数４００株で２０，０００千円、うち町の出資額は２２

１株で１１，０５０千円）を出資していますので、地方自治法

第２４３条の３の規定に基づき、その経営状況を報告するもの

であります。  
次に、議案第４号「過疎地域自立促進計画の一部を変更する

ことについて」でありますが、美波町過疎地域自立促進計画を

変更するため，過疎地域自立促進特別措置法第６条第７項にお

いて準用する同条第１項の規定により議決を求めものでござい

ます。 

変更の内容は、「美波町過疎自立促進計画の医療の確保」の

項目に、「病院建設事業及び保健センター（仮称）建設事業」

を追加するものでございます。これは、病院建設及び保健セン

ター（仮称）を建設するに当たり財源として過疎対策事業債を

充てることに伴う計画変更であります。 

 議案第５号「町道路線の認定について」は、道路法第８条第

２項の規定に基づく町道路線認定でありまして、奥潟川総合流

域防災事業に伴う牟井谷右岸堤防線の認定をお願いするもので

ございます。 

議案第６号「美波町玉厨子農村公園の指定管理者の指定につ

いて」は、美波町玉厨子農村公園を山河内自治会に指定管理す

るため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議決を

求めるものでございます。 

玉厨子農村公園の指定管理について、引き続き山河内自治会

に指定管理をしようとするものであります。 

議案第７号から議案第１６号までの１０議案は、地域の自主

性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の施行に伴

う条例制定及び条例の一部改正でございます。 

まず、議案第７号「美波町指定地域密着型サービスの事業の

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

（条例第１号）」は、地域の自主性及び自立性を高めるための
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改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介

護保険法の改正に伴う条例制定であります。 

  地域主権改革一括法による「介護保険法」の改正により、こ

れまで厚生労働省令で定めていた指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を参酌して条例で定める

ものあります。 

議案第８号「美波町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

める条例の制定について（条例第２号）」は、地域主権改革一

括法による「介護保険法」の改正により、これまで厚生労働省

令で定めていた指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を参酌し

て条例で定めるものであります。 

議案第９号「美波町町道の構造の技術的基準を定める条例の

制定について（条例第３号）」は、地域主権改革一括法による

「道路法」の改正により、全国一律に定められていた道路構造

の技術的基準を、町の条例で定めることとなったことによる条

例制定であります。 

議案第１０号「美波町町道に設ける道路標識の寸法を定める

条例の制定について（条例第４号）」は、地域主権改革一括法

による「道路法」の改正により、町道に設置する道路標識の寸

法や文字の大きさについては、道路管理者である町が条例で定

めることとなったことによる条例制定であります。 

議案第１１号「美波町移動等円滑化のために必要な町道の構

造に関する基準を定める条例の制定について（条例第５号）」

は、地域主権改革一括法による「高齢者，障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律」の改正により、全国一律で定めて

いた道路構造等のバリアフリー化に関する構造基準等につい

て、道路管理者である町が条例で定めることとなったことによ

る条例制定であります。 

議案第１２号「美波町準用河川に係る河川管理施設等の構造

の技術的基準を定める条例の制定について（条例第６号）」は、

地域主権改革一括法による「河川法」の改正により、準用河川

に係る河川管理施設等の構造について、河川管理者である町が

条例で定めることとなったことによる条例制定であります。 

議案第１３号「美波町営住宅等の整備基準を定める条例の制
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定について（条例第７号）」は、地域主権改革一括法による「公

営住宅法」の改正により、全国一律で定めていた町営住宅の整

備基準について、町独自の基準で定めることなったことによる

条例制定であります。 

議案第１４号「美波町移動等円滑化のために必要な特定公園

施設の設置に関する基準を定める条例の制定について（条例第

８号）」は、地域主権改革一括法による「高齢者，障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正により、出入口、

通路、駐車場、便所等の特定公園施設の設置基準を町で定める

こととなったことによる条例制定であります。 

議案第１５号「美波町水道法施行条例の制定について（条例

第９号）」は、地域主権改革一括法による「水道法」の改正に

より、布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術

管理者の資格基準について、水道事業者が地方自治体である場

合には、これらの事項を条例で定めることとなったことによる

条例制定であります。 

議案第１６号「美波町都市公園の設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について（条例第１０号）」は、

地域主権改革一括法による「都市公園法」の改正により、都市

公園の配置及び規模に関する技術的基準及び都市公園に公園施

設として設けられる建築物の建築面積に関する基準について、  

町で定めることとなったことによる条例の一部改正でございま

す。 

次に、議案第１７号から議案第２７号までの１１議案につき

ましては、現行の町条例の一部改正議案及び新規の町条例の制

定議案でありますまず、議案第１７号「美波町特別職の職員で

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例

の制定について（条例第１１号）」及び議案第１８号「美波町

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について（条例第１２号）」は、町長、副

町長、教育長の給料を平成２５年４月１日から平成２５年８月

２２日までの間、引き下げるための条例の一部改正でございま

す。 

この２議案につきましては、昨今の地方行財政を取り巻く厳

しい環境を勘案し、特別職である町長・副町長・教育長の給与

を、平成１９年度から一定の率で減額して参りましたが、８月

２２日に私の町長としての任期が満了いたしますので、減額期

間を平成２５年４月１日～平成２５年８月２２日までとし、そ
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の期間の給与を引き下げるものでございます。なお、引き下げ

率は、平成２４年度と同率で、町長１０％，副町長７％，教育

長４％といたしております。 

次に、議案第１９号「美波町職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例の制定について（条例第１３号）」は、５５歳

以上の職員の原則昇給停止及び結核性疾患に係る病気休暇の特

例的上限期間を廃止するための条例の一部改正であります。昨

年の人事委員会勧告に基づき、５５歳以上の職員の昇給につい

て今年４月１日から標準の勤務成績では昇給停止とする条例改

正及び人事院規則の改正に伴い、結核性疾患だけの特例である

給料の半減期間を１年としている期間を廃止するための条例の

一部改正を行うものであります。 

議案第２０号「美波町子どもの未来創造教育基金条例の制定

について（条例第１４号）」は、子どもの調和のとれた教育と

子育て環境の充実を図るための基金設置条例を制定するもので

ございます。平成２５年度から実施を予定している保育園、幼

稚園の第３子以降の保育料の無料化や、専門職による相談やあ

そびの教室事業などの開催、また昨年１０月から実施している

中学３年までの医療費の負担軽減など子育て環境を充実するた

めの安定した財源を確保するため、基金を設けるための条例制

定であります。なお、基金の通称名を「すくすく美波っこ基金」

として、活用することといたしております。 

議案第２１号「美波町学校施設における夜間照明施設の設置

及び管理に関する条例の制定について（条例第１５号）」は、

学校施設の夜間照明について一つの条例により管理するための

条例制定であります。既存の日和佐小学校と由岐小学校の照明

設備と、平成２３年度から使用している日和佐中学校及び由岐

中学校の夜間照明施設を一つの条例の中で管理するために、新

たに条例制定を行うものであります。 

議案第２２号「美波町町民グラウンド設置及び管理条例の一

部を改正する条例の制定について（条例第１６号）」は、日和

佐小学校グラウンドを夜間の町民グラウンドではなく、学校施

設として位置づけるための条例改正であります。現在の条例で

は、ナイター設備がある日和佐小学校グラウンドを夜間の町民

グラウンドとして位置づけていましたが、他の学校施設と同様

使用に、従来どおり社会体育にも利用できることとして、学校

施設として位置づけるための条例の一部改正であります。 

議案第２３号「美波町立日和佐幼稚園設置条例の一部を改正
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する条例の制定について（条例第１７号）」は、同一世帯で扶

養している３人目以降の幼児の授業料及び保育料、入園料を免

除するための条例改正であります。子育て環境の充実を図るた

め、３人目以降の幼児の授業料及び保育料、入園料を免除する

ための条例改正であります。 

議案第２４号「美波町子どもはぐくみ医療費の助成に関する

条例の一部を改正する条例の制定について（条例第１８号）」

は、「障害者自立支援法」の名称が、平成２５年４月１日より

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」に変更されることに伴い、条例中で引用している法令名を

改正する必要が生じたための一部改正でございます。 

議案第２５号「美波町新型インフルエンザ等対策本部条例の

制定について（条例第１９号）」は、新型インフルエンザ等対

策特別措置法が施行されることに伴い、対策本部に関して条例

で定める必要があるため新規に条例を制定するものでございま

す。新型インフルエンザ等対策特別措置法が公布されたことに

伴い、新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされた場合、町

が設置しなければならない対策本部に関し、必要な条例を制定

するものであります。施行日については、政令で定める日とな

っていますが、政令が未だ出されていませんので、政令の施行

日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日としております。

議案第２６号「美波町都市計画審議会条例の制定について（条

例第２０号）」は、新たに美波町都市計画審議会を設置するた

めの条例制定であります。徳島県にある１３市町の都市計画市

町で、美波町のみが都市計画審議会が設置されておらず、都市

計画決定などについての審議は、今まで県の都市計画審議会に

諮っていましたが、国、県の指導もあり、美波町の都市計画の

あり方を決定する美波町都市計画審議会を新たに設置するため

の条例制定であります。なお、審議会委員は８名以内を予定し

ております。 

議案第２７号「美波町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関

する条例の制定について（条例第２１号）」は、日和佐高校跡

地に新たにヘリポートが整備されたことに伴う施設の設置及び

管理に関する条例制定でございます。  今年２月に日和佐高校

跡地へ、新たにヘリポートが整備されたことに伴い、地方自治

法第２４４条の２の規定に基づき、施設の設置及び管理に関す

る条例の制定を行うものであります。 

次に、議案第２８号から議案第３３号までの６議案は、平成
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２４年度一般会計、特別会計、企業会計の補正予算でございま

す。まず、議案第２８号「平成２４年度美波町一般会計補正予

算（第５号）」は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ５８０，

７５６千円を追加し、歳入歳出の総額を５，８５２，５０１千

円といたしております。なお、年度末であることから、諸般の

事情により繰越となる見込みの１６事業について、繰越明許費

として計上いたしております。 

補正の主なものは、特別交付税算入分として病院会計への運

営費負担金６５，６００千円、国の補正予算に伴う上水道事業

特別会計への負担金として１５，１００千円、国の農山漁村活

性化プロジェクト支援交付金事業として地域分散型小規模避難

施設兼用の体験・滞在型交流拠点施設の新設事業費として

６２，２９５千円、国の補正予算を活用した道路ストックの緊

急総点検事業の調査委託料として７，０００千円、西町地区の

避難階段設置のための土地購入費として３，９５７千円、都市

計画マスタープラン策定業務委託料として１２，０００千円、

地域防災計画作成委託料として４，０００千円、防災行政無線

整備工事などの都市防災総合推進事業費として３６９，０００

千円、避難路整備工事費として３，５１９千円、総合体育館の

公共施設再生可能エネルギー導入事業費の３６，０００千円を

日和佐中学校費への振り替え、美波町子どもの未来創造教育基

金、通称「すくすく美波っこ基金」への積立金として５０，０

００千円を追加いたしております。 

議案第２９号「平成２４年度美波町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第４号）」は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞ

れ９，３８０千円を追加し、歳入歳出の総額を１，３６９，５

９５千円といたしております。補正の主なものは、保険基盤安

定繰入金や基準超過費用負担繰入金の確定によります歳入の追

加で、それに伴い歳出では財源内訳の更正と予備費などを追加

いたしております。 

議案第３０号「平成２４年度美波町公共下水道事業特別会計

予算（第３号）」は、補正額はなく、繰越明許費の承認を得る

ものであります。 

議案第３１号「平成２４年度美波町介護保険事業特別会計補

正予算（第２号）」は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ６，

５６５千円を追加し、歳入歳出の総額を１，２５８，５５６千

円といたしております。歳入の主なものは、財政安定化基金交

付金６，２４３千円の追加であります。これは都道府県にあり
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ます「財政安定化基金」の一部を取崩し、各市町村の財源補填

に充当していただけるものでございます。歳出の主なものは、

介護サービス給付等諸費に１０，９３６千円を追加し、高額医

療介護合算サービス等費で３，４００千円減額いたしておりま

す。 

議案第３２号「平成２４年度美波町水道事業会計補正予算（第

３号）」は、資本的収入に８２,５２４千円を追加し、資本的収

入の合計を１４０,１９４千円とし、資本的支出に８６,４４５

千円を追加し、資本的支出の合計を１５５,２３９千円といたし

ております。 

主に深瀬地区の水道施設整備事業において、平成２５年度で

予定していた事業計画が、平成２４年度の国の補正予算での実

施が交付金の算定において有利であることから、その事業費に

ついて追加補正するものであります。資本的支出の主なものは、

工事請負費で、深瀬地区の配水管布設工事費等に８７，６６２

千円を追加いたしております。 

議案第３３号「平成２４年度美波町病院事業会計補正予算（第

５号）」は、収益的収入は収入項目を組み替えし、収益的支出

から１８，３３１千円を減額し、収益的支出の合計を９８７，

３８０千円とし、資本的収入の収入項目を組み替えた補正予算

といたしております。収益的収入では、一般会計からの特別交

付税の繰り入れに伴う医業収益と医業外収益の収入項目の組み

替えと、資本的収入では起債充当額の変更に伴う他会計補助金

と企業債との収入項目の組み替えによる補正でございます。 

次に、議案第３４号から議案第４６号までの１３議案は、平

成２５年度一般会計、特別会計、企業会計の当初予算でござい

ます。 

まず、議案第３４号「平成２５年度美波町一般会計予算」は、

歳入歳出の総額をそれぞれ４，６１２，０００千円といたして

おります。前年度当初予算との比較では、金額で３２，０００

千円、比率で０．７％の微増となっております。歳出では、選

挙費で参議院議員選挙及び町長選挙、町議会議員の補欠選挙に

係る経費、医療体制整備事業費では保健センター（仮称）の設

計費用、国の緊急雇用創出事業では地域コーディネーター事業

費、国土調査費では地積調査に係る経費、橋梁維持費では橋梁

長寿命化修繕事業費などが増加となっております。 

議案第３５号「平成２５年度美波町国民健康保険事業特別会

計予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ１，２３０，８７２千
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円といたしております。前年度当初予算との比較では、金額で

１０３，６６６千円、比率で７．８％の減額であります。主に

保険給付費の減額によるものであります。 

議案第３６号「平成２５年度美波町住宅改良資金貸付特別会

計予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ７４７千円といたして

おります。前年度当初予算との比較では、金額で１４３千円、

比率で１６．１％の減額であります。 

議案第３７号「平成２５年度美波町育英奨学金貸付事業特別

会計予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ２４，３６０千円と

いたしております。前年度当初予算との比較では、金額で８４

０千円、比率で３．６％の増額であります。 

主に継続貸付者の増加によるものであります。 

議案第３８号「平成２５年度美波町赤河内財産区特別会計予

算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ９，４０７千円といたして

おります。前年度当初予算との比較では、金額で１８４千円、

比率で１．９％の減額であります。 

議案第３９号「平成２５年度美波町簡易水道事業特別会計予

算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ７２，４９２千円といたし

ております。前年度当初予算との比較では、金額で２,６８７千

円、比率で３．８％の増額であります。 

主に送水ポンプ取替などの建設改良費の増加によるもので

す。 

議案第４０号「平成２５年度美波町漁業集落排水事業特別会

計予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ２０，３４４千円とい

たしております。前年度当初予算との比較では、金額で１,７４

４千円、比率で９．４％の増額であります。主に償還金の増加

によるものであります。 

議案第４１号「平成２５年度美波町公共下水道事業特別会計

予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ１３５，６４３千円とい

たしております。前年度当初予算との比較では、金額で２９,５

２８千円、比率で１７．９％の減額であります。 

主に寺前排水区雨水排水の下水道整備工事費の減少によるも

のであります。 

議案第４２号「平成２５年度美波町介護保険事業特別会計予

算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ１，２３５，１６６千円と

いたしております。前年度当初予算との比較では、金額で５,３

３３千円、比率で０．４％の増額であります。主に保険給付費

の増加によるものです。 
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議案第４３号「平成２５年度美波町国民健康保険阿部診療所

特別会計予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ３８，９３５千

円といたしております。前年度当初予算との比較では、金額で

６,１０６千円、比率で１３．６％の減額であります。主に臨時

医師賃金の減少によるものであります。 

議案第４４号「平成２５年度美波町後期高齢者医療特別会計

予算」は、歳入歳出の総額をそれぞれ１３１，１５６千円とい

たしております。前年度当初予算との比較では、金額で４,７４

２千円、比率で３．５％の減額であります。主に後期高齢者医

療広域連合納付金の減少によるものです。 

議案第４５号「平成２５年度美波町水道事業会計予算」は、

平成２５年度の業務予定量を給水戸数１，８９０戸、年間総給

水量を４６８，７２８㎥、１日平均給水量１，２８４㎥といた

しております。収益的収入、収益的支出をそれぞれ７５，１０

２千円とし、収益的収入では対前年度比１，５３９千円、２．

０％の減額、収益的支出では対前年度比１，４１２千円、１．

８％の減額であります。また、資本的収入を５，０１０千円、

資本的支出を１９，７４８千円とし、資本的収入では対前年度

比４７，６６０千円、９０．５％の減額、資本的支出では対前

年度比４３，３４６千円、６８．７％の減額であります。 

主に深瀬地区の水道施設工事が３月補正での対応となったこ

とに伴う建設改良費の減少であります。 

議案第４６号「平成２５年度美波町病院事業会計予算」は、

平成２５年度の業務予定量を病床数を一般８０床、１日平均患

者数は入院５９人、外来２４５人といたしております。収益的

収入を９９６，１６６千円、収益的支出を９９１，４７８千円

とし、収益的収入では対前年度比２０，２３５千円、２．０％

の減額、収益的支出では対前年度比１３，１５１千円、１．３％

の減額であります。また、資本的収入を５，３９１千円、資本

的支出を１０，２３９千円とし、資本的収入では対前年度比４，

１８４千円、３４６．６％の増額、資本的支出では対前年度比

８，４２５千円、４６４．４％の増額であります。 

主に平成２６年４月からの新公営企業システム導入に係る経

費の増加であります。 

以上、提案致しております議案の主だった概要をご説明申し

上げました。 

町長就任以来、一貫して「対話の町政」を基本姿勢に、「住ん

でよかったと実感できるまち」の実現に向けて、諸施策に取り
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組んできたところでありますが、早いもので、町長としての任

期も余すところ半年足らずとなりました。今後残された任期を

全身全霊で全う致すのみと考えておりますので、議員各位にお

かれましては、更なるご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申

しあげます。  
以上、簡単でございますが、諸般の報告並びに提案説明と致

します。なお、議案の詳細につきましては、担当課長から説明

をいたさせますので、ご審議の上、原案のとおりご承認を賜り

ますようお願いを申し上げまして、町長提案理由の説明といた

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

議 長 町長の提案理由の説明が終わりました。  
日程第４ 質疑を行います。なお、議案のうち条例議案 議

案第２０号及び、補正予算議案 議案第２８号から第３３号ま

での、６件につきましては、町長から早期の議決をお願いした

いとの要望がありましたので、本日、先に審議したいと思いま

すのでご了承願います。  
また、報告第１号、議案第４号から第１９号、２１号から第

２７号、議案第３４号から第４６号までの議案につきましては、

各常任委員会に付託し、委員会で審査を行いたいと思いますの

で、質疑はあくまで総括的な質疑にとどめ、詳細はそれぞれ所

管の常任委員会で審査をお願いいたします。  
質疑のある方は、挙手願います。  

 
質疑ないようですので、これで質疑を終わります。  
ただいま議題となっております、報告第１号、議案第４号か

ら第１９号、第２１号から第２７号、議案第３４号から議案第

４６号まで計３７件は、お手元に配布しております付託議案一

覧表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思

います。  
ご異議ございませんか。  

（異議なし）  
 

「異議なし」と認めます。  
よって、報告第１号及び、議案第４号から第１９号、第２１

号から第２７号議案第３４号から議案第４６号まで、計３７件

は、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしま

した。  
小休いたします。 
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（時に １０時２８分） 

 （小休中） 

（時に １０時４５分） 

議 長 休憩前に引き続き再開いたします。  
ただ今から、条例議案 議案第２０号、補正予算議案 議案

第２８号から第３３号まで、計７件の議案審議を行います。  
 

日程第５ 議案第２０号美波町子ども未来創造教育基金条例

の制定について（条例第１４号）を議題といたします。  
当局の説明を求めます。  
花木課長 

保 健 福 祉 課 長 （議案第２０号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

北山議員 

７ 番 議 員 先ほどの町長の提案理由の説明の中でいわれておりました、

保育園・幼稚園の第３子以降の保育料の無料化に使われるとい

うような説明があったんですが、この目的の中にそういうこと

は当然含まれとんですか。 

議 長 町長 

町 長 含んでおります。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

江本議員 

２ 番 議 員 この創設基金、具体的に分かるようにいうたらどういう事業

を目的とされておるのか、具体的に例がありましたらお伺いい

したいのと、これ子どもの何ですか、年齢的に対象は何歳ぐら

い、中学校までを該当者としておるのか、そこらのところ分か

りましたら。 

議 長 町長 

町 長 今のところ予定といいますか、しておりますのが提案説明で

若干触れさせていただきましたけれども、３子以降の保育料、

それから幼稚園の使用料でありますとか入園料を無料化するこ

とによる町負担という額、それから昨年１０月からさしていた

だいておりますけれども、医療費の軽減負担ということで小学

校６年から中学校３年まで対象を拡げさせていただいておりま

すけれども、その延長したことによるいわゆる町独自の事業で

ございますので、町負担分でありますとか、それから今までも

行ってきた事業でありますけれども、光をそそぐ交付金事業を

衣替えしてやる事業等にあてるということにしておりまして、
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基金の額は毎年度予算で積めるものを積んでいくというような

考え方で、そしてまた取り崩しをさしていただくと、ですから

今後については広い意味では例えば子ども達が何か子ども達の

ために何かをする事業、例えば研修に行く費用でありますとか、

そういったものにもあてれれるというような大枠では考えてお

りますけれども、たちまちはそういった町独自でやる事業につ

いて財源として、安定した財源として構えておくというような

趣旨と思ってます。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

向山議員 

８ 番 議 員 確認のために第５条、繰り替え運用についてもう少し詳しく

説明をお願いします。 

議 長 町長 

町 長 この繰り替え運用につきましては、基金条例には全てといっ

ていいぐらい入っとう条項でございまして、町会計の中で会計

が一般会計ほかたくさんありますけれども、そういったものの

不足を生じた場合に、この基金から繰り替えをする場合には確

実な繰り戻しの方法でありますとか、そういったものを決めて

使うことは可能ですよというようなことを定めてあるので、あ

るんですけれども、今までこういった特目といいますか、特別

目的の基金を、お金を繰り替え運用した事は会計課長ないです

よね。 

会 計 課 長 ないです。 

町 長 ないということでございますので、通常はいわゆる財政調整

基金でありますとか、そういった基金の分を使って運用をして

いるということですので、特にこの基金からそういった町財政

の執行に関して繰り替え運用するっていうことはないんじゃな

いかなぁとは思いますけれども、一応まぁ使えることは可能だ

というようなことでまぁ入れさしていただいておる項目でござ

います。 

議 長 これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第２０号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（賛成 １０：反対 ０）  
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「起立多数です。」  
議案第２０号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第６ 議案第２８号平成２４年度美波町一般会計補正予

算（第５号）を議題といたします。  
当局の説明を求めます。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第２８号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

新開議員 

１ ２ 番 議 員 ちょっと教えて欲しいんですが、先ほどこの町長の提案の中

に国の農山漁村活性化プロジェクト支援交流事業、これは避難

施設と兼用した体験滞在型となっていますが、規模とか内容と

かどのぐらいの規模で、内容自体はどういう内容でこれをされ

るのか、新設事業といいます新しく木岐の奥いされるというこ

とはいってましたが、どのぐらいの規模の面積のものを建てる

のか、またどういう対象人数、どんなけの人数がここに交流を

されるような施設としてやられるのか、もう少し内容を教えて

欲しいと思います。 

議 長 小坂地域振興室長 

地 域 振 興 室 長 お答えいたします。まず場所ですけれども、木岐の奥の一番

奥に蔭山さんのお宅があります。１軒手前が正田さんになりま

すけれども、その間に道の上に竹やぶがあるんですけれども、

その竹やぶの場所をまぁ中心にして、当然一段高いですから道

を入れんといかんわけですね。幅４ｍの   道幅の道を１０

０ｍほど入れまして、その道の両サイドに体験施設と、それと

滞在施設を作っていくという考え方になります。 

体験施設につきましては、基本的には例えば木岐の港の方で

漁業体験をして、魚を獲ってきますよね、そういったものを持

ってきてそこで魚さばき体験をするような、そういうようなイ

メージの体験施設をまず頭にイメージしていただいたらいいと

思いますが、最大でも３０人ぐらいまでが利用するような規模

になろうかと思います。それは体験施設になると思いますけれ

ども、今度、宿泊が滞在施設に関しましては、１０人が寝泊り

できる規模の小さな一般的な表現でいきますとバンガローある

いはコテージっていう表現をよく使われますけれども、そうい

う程度の今さきほど体験施設もそうなんですが、両方とも木造

平屋建ての建物をイメージしておりまして、その１０人が泊ま
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れる程度の施設を２棟、道を挟んで１つずつ２棟をつくってい

こうというふうなことがだいたい施設の配置計画の主になりま

す。兼用施設っていう説明をしておりますけれども、基本的に

は議員もご承知のとおり農林水産省のこの農山漁村の活性化と

支援交付金事業ということになりますので、いちおう施設を整

備する主目的というのは体験型あるいは滞在型の交流拠点施設

ということになるんですけれども、先ほどいいましたようにあ

る程度港から離れた場所でそのぐらいの標高があるっていうと

ころにそういう施設を配置することによりまして、もし仮に大

津波が発生して、木岐の集落が全滅をするというふうなことが

仮にあったとした場合、そこが復旧復興の拠点として転用でき

ると、そういうふうな意味合いで兼用施設といふうにしており

ます。楽なっていうたらいかんのんですが、本当に純粋に避難

拠点でありますとか、復旧復興の拠点というかたちで位置付け

て施設を整備することができれば一番こうストレートでいいで

すけれども、なかなかそれに似つかわしいような助成あるいは

交付金事業がございませんので、いちおうまぁ便宜上、農林水

産省の事業に手を挙げさせていただいて、整備さしていただく

ということでございます。一応そういうふうなことで、配置施

設の規模なんかについては説明させていただいたんですが、今

回上げさせていただいていますのは２４年度補正に係るもので

ありまして、全体としては３ヵ年の計画でおります。２４・２

５・２６ということなんですが、２４補正っていうのは実際２

５にまたがって使われますので、２ヵ年分の事業で、最後に２

６ですね、２６の分がありまして、合計で７５，０００千円程

度の事業規模で、補助金と交付金としては半額の３７，０００

千円ほどというようなことで、総事業費の方の規模としては考

えているんですけれども、このプロジェクト支援交付金につき

ましては、今説明しただけの話しで、そのまま申請をするって

いうストレートなものではありませんので、先にこういう事業

をしたいという具合につきましては、その地区の活性化計画を

作りなさいということが義務付けられております。現時点でそ

れを活性化計画が国の霞ヶ関の本省の方で審査中でありまし

て、一応現在その前提に基づいて予算を上げさしていただいて

おりますけれども、この活性化事業を認められた上でこの予算

の執行が可能になる。そういうふうな２段構えの仕組みになっ

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。なお作っ

た後の運営につきましては、一応その計画書の中にも書いてあ
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るわけなんですけども、木岐地区内の公共的な団体に指定管理

ができるようにするというふうなことで、町が直営でやるとい

うふうな意味合いではありませんで、一応指定管理を行った上

で、管理運営を行っていく。そういうふうな考え方で国の方に

も提案をさしていただいておりますので、そういった点も含め

て審査を現在行っていただいていると、そういう状況でござい

ます。 

議 長 川尻議員 

４ 番 議 員 すません小坂君、関連ですが、地権者の方３名いよったんも

う無償でということで、了承はちゃんといただけとうと。この

間、農振にも外されたようで。 

議 長 地域振興室長 

地 域 振 興 室 長 地権者の方につきましては、まず国方に承認を求めていく必

要がございますので、現時点では施行承諾というかたちで、施

行承諾の前提としては無償で提供していただく、あるいは貸し

ていただくというふうなことで、施行承諾をいただいて国の方

に挙げております。先ほど農振の話しがありましたけれども、

そういったことにつきましては、実施設計これからになります。

現地点では計画の段階ですので、予算を認めていただいて、実

施設計書を仕上げていく、その過程でしかるべき手続をだんだ

んと踏んでいくというようなことになります。特に農振あるい

は農地法に関する定めにつきましては、結構誓約が厳しいもの

ですから、曖昧な計画を持って行ったのではなかなか認めても

らいにくいところがございますので、やはり国として計画が認

められた、で予算も付いている。で実施が確実であるっていう

前提の下で申請処理を動かしていくということになりますの

で、そういう点でご理解いただきたいと思います。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

寺下議員 

１ １ 番 議 員 ちょっと基本的なことになるかもしれないんですけども、１

１ページの町債の病院建設事業債の減額と、１３ページの保健

衛生総務費の病院建設事業補助金の減額は、先ほど公営企業債

の方との兼ね合いだと聞いたんですけども、これはあとの議案

第３３号にも係わると思うんですけど、公営企業債の限度額を

アップすることによって、こちらにする方で何かメリットがあ

るのかどうか、そのあたりを教えて欲しいのと、もう１つ１７

ページの公営施設再生可能エネルギー導入事業の分なんですけ

ども、先ほど総合体育館の方は、浸水域となったので、日和佐
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中学校の方にという話しだったんですが、日和佐中学校は浸水

域には入らないので、そこに変更したのかどうか。浸水域でな

いっていうところを決めるとすれば、もっと他の場所もあると

いうか、そういうことを検討されなかったのかどうかをお伺い

したいと思います。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 病院事業につきましては、合併特例債事業で進めていたわけ

なんですけれども、合併特例債の充当率がですね、１/４という

ことで、ちょっと不利だということで、今回合併特例債は減額

さしていただいて、病院事業債に振り替えております。ただそ

れではやっぱり交付税措置とかも厳しいことから、補正等にお

ける過疎債ですかね、過疎債も枠がありまして、それが充当で

きる額が決まってくるんですけれども、それで協議を進めてい

るところでございまして、最終的には過疎債でいければとは思

っております。 

それと公共施設の再生可能エネルギーの日和佐中学校への

移転につきましては、総合体育館が前回の予定ではほとんど浸

からない区域ということで、今回１ｍか２ｍ程度の浸水区域に

なったということで、そこまでの程度等も非常にまぁ交通的に

は困難かなぁっていうことが指摘されておりまして、それであ

れば今回日和佐中学校につきましては、浸水区域から外れたと

いうことで、これは県とも協議、国とも協議したんですけれど

も、浸水区域でない中学校のほうへ移設ということを認めてい

ただいた訳です。それで場所といたしましては他にも水道課で

ありますとか、施設は若干あるんですけれども、小さな施設で

もあり、役場自体のバックアップ的な災害本部とかが設置でき

るとすればですね、やっぱり中学校程度の規模の施設でないと

やっぱり対応不可能かなぁということで、今回はそこへこの事

業を移し変えさしていただいたということで、事業につきまし

ては若干国と県からの交付決定が遅れておりましたので、それ

で繰越してさしていただくということにさしていただいており

ます。以上です。 

議 長 寺下議員 

１ １ 番 議 員 今、再生エネルギー導入事業については答弁いただいたんで

すけれども、これは総合体育館でまぁ、おおまかに計画してい

た規模と日和佐中学校の方でする事業の規模っていうのは、変

らないんでしょうか。その時に何時間ぐらい持ちますみたいな

話を以前に聞いたと思うんですけれども。 
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議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 その規模につきましては、体育館の方で計画していたとおり

の規模でございまして、太陽光の発電機では計画出力が２０ｋ

Ｗでございまして、あと蓄電システムにつきましては１５ｋＷ

ｈの蓄電量がございまして、若干施設の機器等の消費電力量に

もよりますけれども、現在ちょっと想定しておりますのは約６

時間程度が蓄電で賄えるということと、太陽光発電におきまし

ても、施設の規模にもよりますけれども昼間等については最低

限の機器を動かせるだけの出力はあるということで考えており

ます。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

北山議員 

７ 番 議 員 繰越明許費についてお聞かせ下さい。提案理由の説明の中で

美波町総合計画策定についての繰越があります。それともう１

つハザードマップ作成委託料、これも繰越しになっております。

この分について３月３１日に終るというような計画だったんで

すが、それを繰越されるということで、今現在どこまで進んで

あと残っているのがどういうことなのか。また最終いつ完成、

完成っていうか完了するのか、ほこらのところ教えていただき

たいと思います。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 総合計画の策定につきましては、町長の諸般の報告等であり

ましたけれども、現在基本構想について協議をいたしておりま

して、さる２月の２５日に審議会にもその素案、原案について

お示しさしていただきました。その時に多数のご意見をいただ

きまして、修正にやはり時間がかかるというところもございま

して、その修正作業を今行っているところでございまして、３

月中にまた審議会を開きまして、基本構想を固めれればという

かたちになっております。それで基本構想に付随いたしまして、

基本計画がございますけれども、基本計画につきましても、こ

れ平行して作業を進めているところでございまして、期限が３

月ということでやらざるをえないということでやっておりまし

て、それにつきましても各課への基本計画への素案というのを

各課へお配りして、それの見直し作業をさきほどといいますか、

先般各課長にお願いいたしたところでございます。それでそう

いった基本構想の策定とですね、基本計画につきましては今後

各課との調整の上で計画を練り上げて、最終できれば早ければ

６月議会までにですね、議員の方々にその詳細をお示しできれ
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ばと思っておりますけれども、この審議会等で許可がでないと、

許可といいますか、承認いただけないとやっぱりこう計画とし

ては出来上がらないっていうところがございますので、できる

だけそういったご理解をいただけるような計画策定、務めさせ

ていただきたいと思っておりますんで、今しばらくお待ちいた

だけたらと思います。以上です。 

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 私の方からはハザードマップの作成委託料についてご説明

させていただきます。これにつきましては１２月補正でいただ

きまして、今現在作業を進めているところでございますが、そ

の時にも説明させていただきましたとおり、一応３月では業務

は終らないと、繰越をさしていただくことはご説明さしていた

だいたんですが、現在ですね、現場の測量調査にかかるための

基礎調査を業者の方でやっております。県のハザードマップ

等々のそれとのつき合わせ等を行っております。それで４月以

降で測量、早ければ３月遅ければ４月ぐらいから測量等々にか

かっていくと思われます。以上です。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 総合計画について２月の審議会でいろんな意見が出たんの

修正というような、そういう理由から繰り越しというような説

明があったんですけど、これはだいたいそういうことを想定内

で計画を立てとうと思うんですが、それがまた２月の２５日の

んで意見が出て、修正をして、それからまた各課で調整すると

いうような、何か当初の計画が本当にちゃんとした計画が立て

ておったのかなぁというような、そういう疑問をいだきますん

で、今後最初の計画からちゃんとつめて計画を立てて、極力繰

り越しにならないような事業運営をやっていただけたらと思い

ます。 

ハザードマップについては最終いつごろできるようなかた

ちになるんか、再度お聞かせ下さい。 

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 作成につきましては、今年の秋を目途にハザードマップ作成

いたしまして、全戸に配布をさせていただく予定はいたしてお

りますが、ただ県の想定が今日の新聞に載ってったと思うんで

すが、県からの想定がまだ今年この３月に出るっていう話しだ

ったんですが、まだ出ていません。その辺との絡みがあります

ので、もしかすると少し遅れる可能性がありますが、できるか

ぎり早く作成したいと思っております。以上です。 
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議 長 他に質疑 

向山議員 

８ 番 議 員 私からも繰越明許費についてなんですけども、数えてみたら

１６事業あってですね、予算が議決された時期とか事業内容に

よってやむをえず繰越ということになるんでしょうけども、中

には適正な時期にですね、出来そうな事業もありますので、こ

れはひとつお願いなんですけども、早くできるものについては

年度内に執行していただきたいと思います。 

それとひとつですね、平成２４年の森林整理過疎化林業飛躍

事業、これ赤松の林道ということをお聞きしたんですけども、

今どのような状況下にあるのか教えていただきたいと思いま

す。 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 これにつきましては、この２５年１月１８日に入札を執行を

行ったところでございまして、その結果請負差額がでました。

請負率が８６％ぐらいでございましたので、請負差額がでまし

た。その関係で１００％の約基金の県の交付金でございますが、

それを今回減額するということでございます。林道の延長につ

きましては、７６０ｍ現在幅員が２．４ｍか２．５ｍの幅員が

ございますが、それが今２トン車ぐらいの運行が可能なんです

が、それを８トン車の運行が可能というようなところで、幅員

を３．５ｍに拡幅する林道の開設計画でございます。夏ごろま

での繰越予定と考えております。以上でございます。 

議 長 これで質疑を終わります。 

れから討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第２８号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 １０：反対 ０）  
「起立全員です。」  
議案第２８号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第７ 議案第２９号平成２４年度美波町国民健康保険事

業特別会計補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。  
保健福祉課長 
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保 健 福 祉 課 長 （議案第２９号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑ないようですので、これで質疑を終わります。  
これから討論を行います。  
「討論なし」と認めます。  
議案第２９号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 １０：反対 ０）  
「起立全員です。」  
議案第２９号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第７ 議案第３０号平成２４年度美波町公共下水道事業

特別会計予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。  
建設課長 

建 設 （議案第３０号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。  
質疑を終わります。  
討論を行います、討論ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
議案第３０号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（賛成 １０：反対 ０）  
「起立全員です。」  
議案第３０号は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第８ 議案第３１号平成２４年度美波町介護保険事業特

別会計補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。  
保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （議案第３１号の説明をする） 

 （９番議員 退出 １１時５５分） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑ありませんか。  
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討論を行います。  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第３１号を採決いたします。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（賛成 １０：反対 ０）  

「起立多数です。」  
議案第３１号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第９ 議案第３２号平成２４年度美波町水道事業会計補

正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。  
水道課長 

水 道 課 長 （議案第３２号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

江本議員 

２ 番 議 員 これほとんど工事費として８６，４４５千円っていうのが深

瀬地区の工事額だと思うんですが、その中で先ほど説明のあっ

た分担金っていうのは、地元の負担金ということでいいんです

ね。これ何軒が加入しとるのか、ほこのところ。 

議 長 水道課長 

水 道 課 長 地元分担金を１６件分１，０００千円から２２千円引いた分

で計算しておりまして、後は消火栓を５基設置しますので、そ

れの負担金といたしまして、消防防災課から繰入れる計算でし

ております。 

２ 番 議 員 これ軒数は 

水 道 課 長 １６軒 

議 長 他に質疑ありませんか。質疑を終わります。 

討論を行います。 

「討論なし」と認めます。  
これから、議案第３２号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（賛成 １０：反対 ０）  

「起立多数です。」  
議案第３２号は、原案のとおり可決されました。  
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日程第１０ 議案第３３号平成２４年度美波町病院事業会計

補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。  

病院事務長 

日和佐病院事務長 （議案第３３号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

北山議員 

７ 番 議 員 確認なんですが、提案理由の中でいわれたように、一般会計

から特別交付税の繰入に伴う医療収益と医療外収益の収入項目

の組換えという、これも１２月議会にも同じようなことがあっ

たんですが、同じことになるのか。それともう１つ入院収益が

２９６，２４０千円これの内容っていうんか、入院の人数をど

れぐらい見積もってこの金額になっているのか教えていただき

たいと思います。 

議 長 病院事務長 

由岐病院事務長 交付税分につきましては、今回は特別交付税分の算定分にか

かる繰入でございます。これに伴って繰入でありまして、１２

月には普通交付税分で繰入をしました。その内訳でございます

けれども、ベット数かける８２０千円での算定となっておりま

す。日和佐病院が３０床かける８２０千円、それから由岐病院

が５０床かける８２０千円で算定をしております。それから入

院収益の減額でございますけれども、これにつきましてはこの

繰り入れ分にあわすかたちで減額をしております。以上です。

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 最初の確認は１２月は普通交付税、今回は特別交付税という

ことで医業収益を減額したというかたちは同じですかっていう

確認をしたんですけど。ほれでいいわけですね。 

それとベット数かける８２０千円、８２０千円っていうんは

だいたいこう何人ていうんかな、ほの月何名ぐらいっていうん

で計算されとんが、ほこのところ再度お聞かせ下さい。 

議 長 病院事務長 

由岐病院事務長 この８２０千円というのは、国の方で基準額として示された

金額が１ベットあたり８２０千円ということで示されておりま

すので、それかけるベット数で算定して繰入れたものでござい

ます。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

永本議員 
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５ 番 議 員 町長にお聞きします。赤字体質が新しい病院ができましても

ですね、なかなか解消は難しいでなかろうかというように思う

んですが、どういうふうな見通しを持っておられるか、この上

にさらに病院の建設事業が一般会計負担、町民の負担になって

くるわけなんですがね、そのあたり見通しどういうふうに考え

られとうかお聞きします。 

議 長 町長 

町 長 今いただいております検討委員会の中間報告では、やっぱり

ベット数をできるだけ埋めるというようなことをしていかない

と収支が赤字になりますよというようなことで、その中で謳わ

れているのが医師数を現在、現在といいますか５０床にいく場

合に３名現有のところを５名まで増やしなさいというようなご

提言をいただいております。それにおいて町としては開院まで

にできるだけその先生の数をご提言のある数まで増やしたいと

いうふうに思っておりますが、議員のおっしゃられたとおり箱

はできてもですね、運営が今までの赤字でいっている運営が黒

字になるかというと、非常に難しい、現実的には難しいところ

があろうかなぁと思っておりますけれども、中間報告でいただ

いているのでは、そのベット数を十分使えれるような、になれ

ば、収支はいけるというようにはいただいておるところでござ

いますので、できるだけベット数それをするためには医師の数

が不足しているというようなことになってまいりますので、医

師の確保に努めていきたいと考えておるところでございます。

議 長 他に質疑ありませんか。質疑を終わります。 

これから討論を行います。 

北山議員 

７ 番 議 員 反対の立場で討論をします。先ほどの答弁でもありました

が、医業外収益を入れるために医療収益を削減したという答弁

がありました。これからして医療収益の当初の過大見積もりっ

ていうんはあきらかになると思います。最初の入院数とか１２

月の外来数、そこらについての過大見積もりがあったっていう

んはあきらかだと思いますんで、私は反対をいたします。 

議 長 他に討論、反対討論ありませんか。 

討論ないようですので、 

「討論なし」と認めます。  
これから、議案第３３号を採決いたします。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い
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ます。  
（賛成 ９：反対 １）  

「起立多数です。」  
議案第３３号は、原案のとおり可決されました。  

 
以上で本日の日程は終了しました。本日はこれにて散会いた

します。ご苦労様でした。 

（時に １２時２０分） 
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３月１１日（月） 

（時に ９時００分） 

議 長 おはようございます。ただ今の出席議員は１２名です。定足

数に達しておりますので休会前に引続き本日の会議を開きま

す。 

日程第１ 一般質問を行います。一般質問の通告者は４名で

す。通告順に発言を許可します。 

３番影山議員の一般質問を許可します。 

影山議員 

３ 番 議 員 おはようございます。早速ではございますが、一般質問をさ

せていただきます。町政への取組の成果と今後に向けて町長に

お尋ねいたします。町長は常々対話と協働の町政を基本姿勢に、

住んでよかったと実感できる町の実現に向けて、日々努力され

取組んでおられます。これまでの成果について町長の見解をお

尋ねいたします。 

今から３年半前、藤井前町長の病気辞職を受け、急遽美波町

長に就任されました。当時は旧日和佐町と旧由岐町が合併して

ほどないときでした。合併してみると我々も想像だにしなかっ

た厳しい状況が待ち受けておりました。特に財政状況でありま

す。三位一体という小泉内閣の名に借りた大幅な地方交付税の

削減、補助金の見直し等、地方にとっては財政運営にあまりに

も大きな痛手をきたしてまいりました。町長は旧町が積み残し

てきた様々な事務事業の整理、町政を行うと共に町民サービス

に対する負担の適正化、旧町間の速やかな一体化を進められ、

またまちづくりの基本となる総合計画をはじめ、教育・福祉な

どあらゆる分野の基本計画の策定等、新しいまちづくりの基盤

を築いておられます。後ほど町長の答弁の中でも出てこようか

と思いますが、就任以来うみがめマリンクルーズや観光ボラン

ティアガイドの創設、日和佐小学校改築事業、志和岐地区の漁

業集落排水事業、田井遺跡の保存活用施設、日和佐道路の全線

開通、定住自立圏形成協定の締結、ヘリポートの建設、避難路

等の整備、ＩＴ企業のサテライトオフィスの誘致、子ども医療

費の無償化の延長、タクシー補助の実施、中学生議会の毎年開

催、町の最大課題であった町立病院の再編・統合など、多くの

事業に取組んでおられます。また本町は自主財源が２割余りと

乏しく、財政基盤が弱く、地方交付税などの国の財政に依存す

る割合が大きく、国の動向に大きく左右される体質があります。

そのため、財政の健全化という重い命題と、施策の実現という
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大きな期待をはかりにかけながら、合併後の混乱の中から船出

をいたしました。さまざまな困難を乗り切ってこられたと私は

確信いたしております。この間進められたそれぞれの施策は地

味で内向的でありました。外見的に町民の皆様の目に見えない

点もあったかと思われます。私は町長の誠心誠意懸命に町政に

取組んでいる姿も十分理解しているつもりでありますが、これ

までの成果を町民の皆様にも説明する意味も含めてお聞かせを

お願いしたいと思います。 

次ぎに今後のことでありますが、町長は対話の町政を基本姿

勢に住んでよかったと実感できる町をつくらんと大きな希望を

持って美波町民７，７００人あまりの人を乗せた美波丸の船長

として船出をいたしております。現に厳しい財政状況ではあり

ますが、この船を転覆させるわけにはまいりません。堅実・確

実に町政の舵取りをしながら、誠心誠意、町政発展に働いてこ

られた情熱、着実に実行に移し来られた行政手腕、その成果を

見るとき、敏腕なる政治家だと私は思っております。本町はま

だまだ解決しなければならない課題も多く残っており、町長は

この船を降りるわけにはいかないのではないかと思います。引

続き町長としての舵取りをお願いしたいと思うところでありま

す。住んで良かったと実感できる町、美波町のたしかな地位を

築いていただくためにも、町長の高い見識・能力・豊かな行政

手腕や幅広い人脈を持つ影治町長が、引続き舵取りをしていく

のが最善の道と思うのでありますが、この思いは私だけではな

いと思っております。私は当然日程が決まっております８月４

日に決定している町長選挙に出馬されることと信じております

が、多くの町民も期待していることと思います。町長の決意の

ほどをお聞かせ願いたいと思います。 

議 長 町長 

町 長 それでは影山議員さんの一般質問にお答えをさしていただ

きます。まず始めにただいま影山議員さんより私がこれまで町

政に取組んでまいりました政治姿勢、そしてその成果につきま

して本当に高い評価をいただきまして、大変恐縮をいたしてお

る次第であります。 

さて私は３年６ヶ月前、前町長の任期途中での体調不良によ

る突然の辞職という思いもかけない事態を受けまして、町政の

混乱をさけ、町に元気を取り戻し、町民の皆様から信頼される

町政を推進するため、微力ではありますけれども、私がそれま

で町職員として行政に携わってまいりました行政経験を少しで
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も美波町の発展のために役立てたいという気持ちや、また自分

が生まれ育ったふるさとに対しまして、少しでも恩返しができ

たらという思いから町長選挙に立候補を決意し、おかげをもち

まして皆さま方の温かいご支援をいただき、無投票当選をさせ

ていただきました。行政執行にあたっては、公平・誠実・実行

をモットウに対話の町政を基本姿勢として、町の一体感の醸成

に努めながら、１産業振興のまちづくり、２安全安心のまちづ

くり、３未来をつくる人づくり、４持続可能なまちづくりに向

けて、力いっぱい取組んできたところでございます。先ほど影

山議員さんから町政の取組の一端をご披露いただきましたけれ

ども、具体的には産業振興のまちづくりでは、一次産業の振興

におきましては、ミシマサイコの薬草づくり、クエの養殖実証

実験、ひじきの養殖実験、雇用の創出ではサテライトオフィス

の誘致、交流人口の増加では体験型観光の推進、伊座利漁協沖

防波堤の整備などを実施してまいったところであります。また

安全安心のまちづくりでは、南海トラフ巨大地震への備えとし

て、避難路の整備やヘリポートの建設、自主防災組織の組織率

１００％の達成やその活性化、美波町立病院および保健センタ

ー（仮称）の整備方針の決定、志和岐地区の漁業集落排水の整

備、交通弱者の足の確保としてタクシー助成制度やデマンド型

乗り合いタクシーの実証運行、未来をつくる人づくりでは日和

佐小学校の改築をはじめ、中学生議会の開催、子育て支援とし

ての医療費の負担軽減期間を小学校６年生から中学校３年生ま

で延長、また保育園・幼稚園の第３子以降の保育料の無料化に

つきましては、本議会に提案中であります。持続可能なまちづ

くりでは、分かりやすい予算書の作成やホームページのリニュ

ーアル、職員政策提案制度ならびに職員研修制度の創設、住民

との対話、町長への手紙制度の創設、地域がキャンパス事業の

実施、伝統文化の継承支援など各種の事業に取組んでまいった

ところであります。またこの間、町を取巻く環境変化として、

日和佐道路の全線開通や阿南市との定住自立圏の締結、そして

就任１年６か月後の平成２３年３月１１日に発生いたしました

東日本大震災がございました。このような状況の中、一方で常

に行財政改革に取り組み、主な指標でございます公債費比率・

起債制限比率・実質公債比率・経常収支比率につきましては、

好転をいたしております。数値を申し上げますと、合併前の平

成１７年と合併後平成２３年度決算を比較いたしますと、公債

費比率では平成１７年１５．９でありましたものが、平成２３
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年では５．８と１０．１ポイント改善をしております。起債制

限比率につきましては１３．１が４．７とこれも８．４ポイン

ト改善、実質公債費比率につきましては１５．６でありました

ものが８．０と７．６％の改善。経常収支比率につきましては

９７．２でありましたものが８４．０と１３．２ポイント改善

をいたしております。また借金であります地方債の現在高は６，

６０３，１３０千円でありましたものが、６，０５８，１０９

千円と５４０，０２１千円の減少となっております。また貯金

に当たる基金の現在高は１，９８０，３０２千円でありました

ものが３，２３６，１４７千円と１，２５５，８４５千円増加

いたしております。また職員数につきましては、平成１７年４

月１日現在２０５名でございましたが、平成２４年４月１日現

在１７２名でございまして、３３名の減少となっております。

町長就任以来３年６か月、公平で誠実に町民に分かりやすい行

政運営を信条といたしまして、全力を傾けてまいりましたが、

今振り返ってみますと、合併に伴うさまざまな課題の整理と新

しく誕生いたしました新町の一体化の醸成化を図るための基礎

作りの期間であり、また将来に向けての本町のあるべき姿と目

指すべき方向を示すための期間であったものと思っておりま

す。この間多くの方々から、叱咤・激励のお言葉をいただきな

がら、それらを糧といたしまして、初心を忘れることなく誠心

誠意務めてまいったところでございます。これまで私が重責を

果たすことができましたのも、町民のみなさま方からいただき

ました温かい励ましや、議員各位のご協力の賜物でございまし

て、ここに改めて御礼を申し上げる次第でございます。 

さて私に与えられております任期は残すところ５ヶ月あま

りとなってまいりました。間もなく１０年後の美波町を展望し

た第２次美波町総合計画もできあがります。これまで進めてま

いりましたひとつひとつの歩みをさらに前進させ、町民の皆様

に住んでよかったと実感できる町を作り上げていくことが私に

課せられた重要な使命であり、また責務であるとも考えておる

ところであります。就任以来今日まで常に美波町の将来を考え、

健全な財務体質に務めながら、町政を着実に、そして確実に発

展させていかなければならないという考えで町政に取組んでま

いりましたが、着手して完成途中の事業もございますし、合併

時から引き続いております重要課題も山積いたしております。

私はこれからの数年間の町政運営が美波町の将来を決する極め

て重要な時期であるものと考えております。私自身ふるさとで
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ある美波町をさらによくしたいと思う情熱や、町民の皆様の幸

せを願い、町の発展に寄せる思いはますます強くなってきてお

り、いささかもゆらぐものではございません。 

ただ今、影山議員さんから身に余るお言葉を賜りまして、大

変ありがたくまた意を強くしているところでございます。ご質

問の再選に向けての決意についてでございますが、私といたし

ましては、７月３０日告示の時期町長選挙におきまして、町民

の皆様からご支持が得られるならば当面する町政の諸課題の解

消のために、また住んで良かったと実感できる町の実現を目指

して、これまでの知識と経験を活かして引続き全力で町政を担

当させていただきたいと考えております。議員各位をはじめ町

民のみなさま方のより一層のご支援とご協力を賜ることができ

れば幸いに存じるしだいであります。今後ともよろしくお願い

申しまして、答弁にさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

議 長 影山議員 

３ 番 議 員 自席から失礼します。ただ今、町長より再選出馬の表明をお

聞きされまして、大変心強く喜ばしく思う次第であります。初

志貫徹し、美波町のよりよい発展のために尽くしていただけま

すようお願いいたしまして、私の質問を終わります。 

議 長 以上で影山議員の質問は終了いたしました。 

続いて１１番寺下議員の一般質問を許可します。 

寺下議員 

１ １ 番 議 員 議長の許可をいただきましたので、私の方からは大きく２

問、町財政についてと防災対策について質問いたします。 

まず１問目は町財政についてです。先ほど影山議員の一般質

問において、影治町長の方から次期町長選への力強い出馬の意

向・表明がありました。これからの数年間が極めて本町にとっ

て重要な時期であるということ、それ今後も継続して町政を運

営していくということが重要な指名であり、責務であると意を

強くしているというような答弁がありました。現在本町におい

ては過疎高齢化が加速し、また町民の所得も減少、地元の主要

産業においても後継者不足をはじめ、なかなか活路をみいだせ

ていない現状であります。加えて地震・津波に強いまちづくり

の重要度がますます高まる中、課題は山積しておりますが、豊

かな発想力と若い力でリーダーシップを発揮していただきたい

と期待しております。 

それでは質問に入ります。本町はまもなく合併して８年目を
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迎えます。合併時、私自身合併してからの１０年間で町として

どれだけの成果をなしえるか、この１０年の必死の取組が勝負

なんだという思いを持っておりました。その思いは今も変わっ

ていません。しかし時間というのはとどまることなく、確実に

進んでいます。常に町の将来像を見据え、今ある活力を最大限

に活かしながら町政を行うことが今後ますます重要になってく

ると思います。本定例会の提案理由の説明の中には、選択と集

中という言葉はありませんでしたが、これまで何度も繰返し使

われていました。また地方の小さな自治体の現状を考えれば、

優先順位をつけ、選択し続けることは必須であり、大事なキー

ワードであると思います。町財政が８割の依存財源に頼る現況

で、本町における選択と集中について具体的な課題やどのよう

な対応策を考えておられるのか町長にお伺いします。 

次ぎに平成２５年度の重要施策については提案理由の説明

の中にも７項目ほど上げられていました。平成２４年度におい

ては先ほどの影山議員の質問・答弁にもありましたが、町立病

院・保健センターの建設に向けての事業のスタートが切れたこ

と、また中学卒業までの医療費無料化などの子育て環境の充実、

ひじきの養殖試験等水産業の活性化は高く評価できる取組であ

ったと思います。２５年度も引続き美波町ならではの特色ある

施策を打ち出していただきたいと思いますが、その具体的内容

についてお伺いします。 

最後に財政の健全化を図るには、滞納の解消に取組むことが

重要となります。町においても努力は重ねておられると思いま

すが、現状と課題、今後どのように取組んでいくのかお伺いし

ます。以上答弁の方、よろしくお願いいたします。 

議 長 町長 

町 長 それでは、寺下議員さんの一般質問に、お答えをさせていた

だきますが、１・２番について私の方から、そして３番目の滞

納への対応と今後の取組につきましては副町長から答弁をさせ

ていただきます。 

まず合併して８年を迎える中での選択と集中ということでござ

いますけれども、寺下議員がおっしゃいますように、依存財源

が８割、自主財源が２割という財政構造の中で、持続可能なま

ちづくりを推進していくために、私たちは常に、健全な財政運

営には心がけているところであります。この結果先ほどももう

しましたように、主要な財政指標は、概ね好転を致しておると

ころでございます。しかしながら、交付税が半分を占める財政
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状況でございますので、油断は大敵でございまして、慎重な財

政運営を今後とも引続き行っていく所存であります。 

さて、具体的課題、またその対応策ということでございますけ

れども、昨年、第２次美波町総合計画の策定に当たりまして、

町民アンケートを実施させていただきました。その中でまず定

住意向につきましては６６％、約２/３のみなさま方が住み続け

たいというように回答いただいております。また満足度、現在

の満足度また不満足度についてでございますけれども、満足度

では自然環境の豊かさ、それから景観の美しさ、リサイクル対

策というのが上位の３位でございます。次ぎに不満足でござい

ますが、１位が就業の場所や機会、２番目が買い物の便利さ、

３番目が公共交通機関の便利さとなっておりまして、いわゆる

就業の場所であるとか、買い物それから公共交通機関っていう

のが十分整備できてませんよというようなご意見をいただいた

ところであります。引続きましてまちづくりの重要度という観

点からは、１つ目に災害対策、２つ目に医療体制の充実、３つ

目に就業の場や機会となっております。そして特に大切だと思

う項目っていうのが１０項目上げられておりますけれども、そ

の中にそれをテーマごとに分けますと、１つは健康、２つ目は

環境、３つ目が災害、４つ目が医療で５つ目が地域のコミニテ

ィとなっておるところであります。今申し上げましたのが、住

民の方々も感じている具体的な今後の課題であろうと私も考え

ておりますし、その対応策については既に取り組んでいるもの

もございます。今後は、その取り組みをさらに前進させていき

たいというふうに考えているところであります。 

次に平成２５年度当初予算における重要施策の具体的内容に

ついてでございますが、提案説明でもお話し致しましたように、

今年は実質上の平成２５年度事業は、平成２４年度の補正予算

と平成２５年度当初予算を合わせた予算というような考え方を

しているところであります。７項目の重点事業として今年度は

集中的に取組みたいというようなことでありまして、１つ目の

医療体制の整備推進でございますが、先般、新病院建設の設計

業者が決定いたしました。基本設計・実施設計と合わせて事業

認定業務を進め、夏頃には用地を取得させてただき、年末に実

施設計を完了し、年明けの平成２６年１月に本体工事の入札を

執行し、３月までに着工したいというふうに考えております。

また、保健センター（仮称）につきましては、平成２５年８月

頃に基本設計・実施設計を発注したいというふうに考えており
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ます。２つ目の防災・減災対策の推進でございますが、本年度

は１つ目に防災無線のデジタル化を推進、２つ目に避難路、避

難場所の整備、避難訓練の実施、３つ目にハザードマップの作

成、４つ目に地域防災計画の見直し、５つ目事前復興計画への

着手などを計画をいたしております。大きな３つ目の交流人口

の拡大と地域の活性化につきましては、体験型観光のさらなる

推進と地域がキャンパス事業などの推進を行う予定といたして

おります。４つ目の地域維持公共交通システムの構築でござい

ますが、新たにデマンド型乗り合いタクシーの実証運行を５月

から日和佐地区で実施する予定といたしております。５つ目の

子育て支援の拡充でござますが、１つとして美波町子どもの未

来創造教育基金（通称名「すくすく美波っこ基金」）条例を制定

いたしまして、保育園・幼稚園の第３子以降の保育料・授業料

の無料化、また３つ目といたしまして専門職による相談やあそ

びの教室事業などの開催する予定といたしております。６つ目

のサテライトオフィス誘致でございますが、昨年に引続きまし

て誘致活動を積極的に行っていきたいというふうに考えており

ます。７つ目の水道未普及地域の解消につきましては、深瀬地

区の給水管敷設工事を平成２５年度中に完成をさせたいという

ふうに考えておりますのと、共に水道未普及地域の飲料施設に

ついての検討を行うことといたしております。 

以上７項目を重点事業として、今年度集中的に取り組みたい

と思っておりますので、議員の皆さま方のご支援とまたご協力

ご指導をお願いしたいと思います。以上答弁とさせていただき

ます。 

議 長 副町長 

副 町 長 私からは、３項目目の滞納への対応の現状と今後の取り組み

についてお答えをさせていただきます。 

町税や国保税、水道使用料などの各種の使用料等につきまし

ては、貴重な自主財源であり、財政運営上大変重要な財源であ

ります。特に町税につきましては、平成２４年度一般会計当初

予算で申し上げますと、歳入全体の約１割を占めており、自主

財源の中では約５割を占めております。この状況は平成２５年

度当初一般会計においてもほぼ同様でございます。また、国保

税や水道使用料などの使用料等につきましても、各目的に添っ

た事務事業をを行う上で大切な財源でございます。 

しかしながら、町税等や各種使用料において滞納者が存在し

ておりまして、負担の公平性の観点からも滞納者対策が大きな
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課題となっております。これまでにも色々な滞納対策への取り

組みを行ってまいりました。 

特に、町税につきましては、平成１８年度に徴収率が徳島県

下で最下位になったことを受けまして、平成２０年度から全庁

体制での滞納対策に取り組んでおりまして、最初は課長等の管

理職での町税・国保税や水道使用料等の各種使用料について徴

収期間を定めまして一斉徴収を行っております。その後平成２

１年度からは一般事務職全員によります一斉徴収を行っており

ます。この一斉徴収により、一定の成果は上がりましたが、滞

納を解消するには至っておりません。 

このため、平成２４年度につきましては、一斉徴収に変わり

まして、担当課によりまして滞納者個人の滞納状況を再確認し、

支払い能力の確認に努めることといたしまして、一定額以上の

滞納者に対し、預金と生命保険調査を行い財産状況を把握する

ことに努めました。この財産調査の結果により、納税に誠意の

ない滞納者については、滞納処分予告書を発送し、町で差押処

分を行うという気概を示す取り組みを行っております。 

また、徳島滞納整理機構への事務移管とか、徳島県とも連携

を図りながら、引き続き滞納処分を含めた取り組みを行うこと

といたしております。町税以外の対応の現状と取り組みでござ

いますが、先ほどの町税の一斉徴収と合わせまして、各種使用

料についても合わせた戸別訪問による徴収を行っております。

一斉徴収の対象とならなかった滞納者につきましては、各担当

部署により対応いたしておりまして、国保税の滞納者ですと、

被保険者証について有効期間を限った短期被保険者証を交付

し、更新時における納税相談により納付勧奨を行っております。

また、介護保険料では、納期ごとに督促状を送付し、更に催告

状を送付し、その後電話や戸別訪問による納付勧奨を行ってお

ります。介護保険料を滞納しますと、介護サービスを利用する

際に個人負担が１割から３割となるような措置も講じることが

出来ます。後期高齢者保険料につきましては、有効期間を限定

した短期被保険者証を交付しております。また、住宅使用料に

つきましては、未納者に対する督促、電話連絡、戸別訪問を行

って納付勧奨を行っております。今後は連帯保証人に対する請

求も行って参りたいと考えております。水道使用料につきまし

ても未収金が増加傾向にあります。このため、滞納者をランク

付けし、戸別訪問の回数を増やしたり、支払い計画を示した誓

約書を交わし、未収金の回収に努めております。特に、支払い
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が滞り気味な家庭につきましては、未収額が多くならないうち

に訪問し、支払いを促し、新たな滞納者とならないようにした

いと考えております。このような努力をしてもなおかつ支払い

のない家庭につきましては、監査委員からもご指摘を頂いてお

りますけれども、給水停止の実行についても検討して参りたい

と考えております。公共下水道使用料等につきましては、滞納

者宅への戸別訪問を中心に納付相談を行って早期の収納に努め

ております。 

以上が町税や各種使用料等の滞納への対応と現状でございま

す。今後の滞納への取り組みといたしましては、町税につきま

しては、引き続き滞納整理機構への移管とか徳島県と連携した

取り組みを行いまして、差押え等の滞納処分を行っていただき

滞納額の減少に努めて参りたいと考えております。 

町におきましても、財産調査等の結果を踏まえまして、預金

等の差押えを行って参りたいと考えております。また、町税の

滞納者がその他の使用料等の滞納者と重複している場合が多

く、このため、滞納者の状況を各部署で共有する事が重要であ

ると考えており、各部署でより緊密な連携を図りながら、取り

組んで参りたいと考えております。 

監査委員からご指摘を頂いております弁護士の活用について

も、検討して参りたいと考えております。なお、このような滞

納対策を講じてもやむを得ず時効となった町税等については、

不納欠損処分を行わせて頂くこととなりますけども、分納など

の納付制約を取ることによりまして、時効の中断を行い、出来

る限り欠損とならないよう努めて参りたいと考えております。

また、今後の滞納者に対する措置として、行政サービス等の

制限の導入の是非についても検討して参りたいと考えておりま

す。以上課題と今後の取組について説明を終わります。 

議 長 寺下議員 

１ １ 番 議 員 自席の方から再問をいたしたいと思います。ただ今様々な答

弁をいただきました。次の６月議会には美波町第２次総合計画

も報告される予定だと聞いております。今後も選択と集中で住

民と協働の活力ある町づくりを推進していただきたいと期待し

ています。 

また開会初日に議決した美波町どもの未来創造教育基金の

設置は、子育て環境の充実におおいに効果を発揮してもらえる

ものと期待しますが、基金の活用についてはまだまだこれから

の部分があるのではないかと思います。活用内容について、ど
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のように決定していくのか、例えば教育委員会や住民生活課と

関係所管課内での協議によるものなのかどうかというのをお伺

いしたいのと、まだそれについては検討をしているところであ

るならば、新たに活用検討委員会であるとか、プロジェ口チー

ムであるとか、そういうったものを立ち上げて、公募住民と住

民からの意見も汲み上げながら美波町の住民ニーズにあった特

色ある活用について協議していく方法も提言したいと思うので

すがいかがでしょうか。加えて本町においては、一世帯あたり

の子どもの数は決して少ないとは私は思いません。子どもを産

む世帯が絶対数的に少ない、そのように感じます。そこに視点

をおくと子ども医療費無料化や、保育料の無料化等子育ての環

境充実に関しても施策の拡張による充実ではいつか限界がくる

のではないでしょうか。今後は根本的な若者の定住施策にも本

気で取り組んでいくことが求められてきます。現在震災前箇所

の厳しい現実もある中で、高規格道路等道路環境も良くなり、

本町で暮しながら周辺市町に働きに行きやすくもなりつつあり

ます。少子化に少しでも歯止めをかけるには、若者が暮し続け

られる住宅の確保が今後ますます重要になってきます。そのあ

たりはどのように考えておられるのでしょうか、お伺いします。

滞納に関しては副町長の方から答弁をいただきました。いろ

いろな検討を重ねて実行しておられるということ、やはり年々

住民の所得は減少してきておるといろいろな事情もあるかとは

思いますが、先ほど平成２４年度においては財産状況の把握で

あるとか、具体的に調査を進められて行っているという話があ

りました。今後もきめ細やかな納税相談であるとか、徴収体制

の強化など、戸別訪問に対しては粘り強さも本当に必要になっ

てくるとは思うんですけど、そういう体制の強化などを努力し

ていただいて、住民間の不公平感がでないように、これまで以

上に重点をおいて成果を上げてもらいたいと思いますのでお願

いします。 

議 長 町長 

町 長 まず美波町子どもの未来創造教育基金の活用方法でござい

ますけれども、当面につきましてはまず１つは医療費の軽減に

必要な財源として、２つ目といたしましては保育料また幼稚園

の授業料の第３子以降の無料化、そして３つ目といたしまして

はすくすく美波っこ事業での財源と考えておりまして、今議会

の初日に議決をいただいたところでございますけれども、予算

についていただいたところでございますけれども、金額は５千
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万円というふうになっております。基金につきましては今後財

政状況を見ながら積み増しをしていくことといたしておりまし

て、その基金の額の増加によりましては、議員がおっしゃって

いただいているような活用方法について検討をしていくという

ようなことになっていくのかなぁと思っておりますけれども、

現在のところは先ほど申しましたように、大きく３つの財源と

して措置したいと考えておるところであります。２つめの若者

定住に繋がる住宅の確保についてでございますけれども、この

件につきましては、私共もつねづねこの件につきまして頭を痛

めている、これはどういうことかというと、南海トラフの巨大

地震についての浸水の想定が出たっていうことで、現在のこの

美波町の沿岸部の地域というのは、ほとんどが浸水域にあたる

ということでございまして、住宅用地をかまえるにしても高台

で敷地造成をしなくてはいけないっていうようなことがござい

ます。この住宅用地もそうですけれども、他の公共施設の移転

も含めまして高台のいわゆる整備っていうものを昨年から一部

検討しているところでございますので、議員が提案ございまし

た若者定住に向けての住宅整備につきましても、検討を加えて

いきたいというふうに考えております。 

議 長 寺下議員 

１ １ 番 議 員 人口の減少は町の活力の衰退に直結します。マンパワーを今

後も維持し、外からの視点や応援も十分活用しながら、地方の

小さい自治体ではあっても、一人ひとりが元気で笑い声が町中

から聞こえる、そのような町政運営を推進していただきたいと

思います。 

議 長 寺下議員 

１ １ 番 議 員 次ぎに２問目、防災対策について質問いたします。本日３月

11 日、東日本大震災からちょうど２年が経ちました。２年前の

その日、娘の中学卒業式を感慨深く終え、午後から本庁３Ｆの

委員会室での全員協議会に出席中、大津波警報が発令されまし

た。会議を途中で切り上げ、その後、議会事務局のＴＶ画面で

何百台・何千台という車が木の葉のように流されている映像を

見たときの衝撃は、未だ昨日のことのように思い出されます。

先日、テレビである映画の予告編を見ました。その映画は、「遺

体～明日への十日間」というタイトルで、舞台は、岩手県釜石

市の遺体安置所。ジャーナリストが実際に取材し書かれたルポ

タージュが原作になっています。あの時、被災現場で何があっ

たのか、どのような光景が広がり、どのような感情が渦巻いて
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いたのか、予告編を見るだけでも涙があふれました。抑えよう

のない怒りをどこにぶつけたらいいのかも分からない過酷な現

状、３６０度どこを見回しても悲しんでも悲しみつくせない惨

状。あの日、たくさんの尊い命が失われ、未だに全国で避難生

活を続けられている人々のことを考えると、海のすぐそばで暮

らす私たちは、決して２年前のあの日のことを忘れてはならな

い、そう思わずにはいられません。何より、私たちはまだ被災

していない。３０年以内に６０％という確率で発生すると言わ

れている現状で、私たち一人ひとりが今やらなければならない

ことは、被災前の今と言う時間の貴重さを十分に認識し、行動

に移すことなのではないでしょうか。過ぎてしまった時間は２

度と取り戻せない。だからこそ、失われた尊い命を無にしない

ためにも今から備えていかなければならない、そう強く思いま

す。  
東日本大震災以降、一般質問のたび、防災対策については質

問を重ねてきました。自助・共助・公助という言葉も、誰もが

知る言葉となりました。また、東日本大震災においては想定外

と言う言葉が何度も使われ、想定外も想定内とし、浸水予測も

繰り返し発表されています。実際、次にどのレベルのものが来

るのかは分かりません。考えれば考えるほど、どこまで備えた

らいいのかと不安だけが膨らみ、私自身、真剣に考えれば考え

るほど混乱することもありました。これまでにしてきた一般質

問にしても矛盾があったかもしれないとも思います。しかし、

２年たった今思うことは、防災と減災は、全てが同じ到達点に

あるのではなく、どこかで区別しながら、現状・状況に応じて

形を変えながら進めるものなのではないか。重点的に予算を付

けて一気にやってしまうものと、時間をかけ予算をかけ形にし

ていくもの、この２つの対応策を並行して進めていくことが、

今の私たちがやることなのではないかという考えでいます。  
それは、１０月に東北の被災地視察に行ったとき、現地でお

世話になった様々な皆さんからいただいた言葉に共通する思い

というものが、大きなきっかけになっています。それは、数十

年から百数十年に１度の地震・津波へはハード面の整備も含め、

防災対策が重要であって、今回の東日本大震災のような千年に

１度の地震・津波へは減災対策を。あのような大震災は、決し

て防げるものではない。だからこそ、少しでも被災を減らす、

一人でも多くの命を救うというスタンスを持たなければならな

い。最初から諦めてしまうのではなく、出来ることから始める
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こと。それを永久に継続すること。一人ひとりが、考え・行動

する意識を育成することが大切だ、というものでした。その思

いは繰り返し、今も私の頭の中でよみがえります。  
東日本大震災から２年が経過し、本町においても、目に見え

る形で避難路や避難階段が整備され、標高表示もどんどん増え

てきています。今後も継続して対処していくことは重要であり、

海のそばに暮らす私たちにとって、町として住民の安心な暮ら

しを確保することは最も優先するべき課題です。今回の質問の

いくつかは、東日本大震災のような千年に１度の地震・津波に

は対応できないものもあるかもしれませんが、公の果たす役割

として質問いたします。それでは、細かく４点に分けてお伺い

します。  
災害時、海部消防組合の担う役割は大きいと考えます。現在

ある施設等について、地震・津波への備えを含め、今後本部の

移設等検討はされているのでしょうか、お伺いします。  
次に、関連になるかもしれませんが、現在由岐に配置されて

いる搬送班の方向性について、検討は進んでいるのでしょうか、

お伺いします。  
３点め、本町における防災に係る共通理解・共通認識の大元

になるものは、地域防災計画であると理解しています。その計

画は平成２５年度内に策定すると、以前答弁をいただいていま

すし、広報みなみ１月号の町長の新年のご挨拶にもありました。

その進捗状況について、またその基本的部分を担う個別対処危

機管理マニュアルの進捗についてもお伺いします。  
最後に、公の果たす大きな役割の１つに情報提供サービスの

向上や意識啓発があります。２月６日の午後に配信されたエリ

アメールは、私は体験することが出来ましたが、知らない住民

もたくさんいたと考えられます。これだけ、携帯電話やスマー

トフォンが所有されている現状で、このツールを活用しないの

はもったいない。もっと、周知に力を入れるべきだと考えます

が、いかがでしょうか。  
また、避難路・避難場所等地図情報についても、携帯電話や

スマートフォンを活用し、使い方の周知も含め、住民へより早

く、知りやすく、分かりやすい情報提供の充実を構築していた

だきたいと考えますが、いかがでしょうか。加えて、防災行政

無線は、繰り越し予算にも上がっていましたが、進捗はどのよ

うになっているのでしょうか。以上、４点答弁よろしくお願い

いたします。 
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議 長 副町長 

副 町 長 私から、寺下議員の一般質問のうち、二項目目の搬送班の今

後の方向性ついて答弁をさせていただきまして、その他の項目

につきましては担当課長より答弁をさせていただきます。  
地域高規格道路の日和佐道路が平成１９年５月１２日に日和

佐ＩＣと由岐ＩＣ間が開通したことにより、翌月の６月から由

岐地区全域が海部消防組合の救急搬送範囲に組入れとなりまし

た。これを受けまして、当時の由岐地区住民説明会において搬

送班の在り方についてご意見をいただいたところ、「５分・１０

分の到着時間の遅れが救える命が救えない」との強い訴えがあ

りまして、町独自の施策として搬送業務を継続することとし、

毎年検証を加えた上で搬送班による搬送業務を現在まで継続し

てきているところでございます。  
町長は、昨年に搬送班の在り方や方向性等について検討する

ための検討委員会を設置したいと申し上げておりましたが、現

在まで未設置となっております。このため、早急に検討委員会

を設置し、方向性を検討して参りたいと考えております。 

なお、参考までにこれまでの搬送班の出動状況の現状につい

て説明をさせて頂きますと、由岐地区が海部消防組合の救急搬

送範囲に組み込まれました平成１９年度でございますが、搬送

班による搬送が１５０件、海部消防による搬送が３５件、平成

２０年度では搬送班が１６９件、海部消防が３２件、平成２１

年度は搬送班が１５６件、海部消防が４２件、平成２２年度は

搬送班が１４７件、海部消防が３４件、平成２３年度は搬送班

が１９０件、海部消防が３３件、平成２４年度でございますが、

本年２月末現在までで搬送班が１４３件、海部消防が５１件と

なっております。 

これを平成１９年度から２３年度までの５年間を平均いたし

ますと年間１６２件でございまして、海部消防に組み入れられ

る前までの過去４年間でございますが、その年間平均１５１件

よりも１０件ほど年間平均で上回っているという現状がござい

ます。また、海部消防組合によります救急搬送も、年間平均に

しますと３５件の出動がございます。 

このような搬送班と海部消防組合による搬送の現状を踏まえ

ますと共に、平成２８年４月に予定をいたしております新病院

の開院とか、間もなく始まりますデマンド型乗り合いタクシー

運行の実証実験などの地域公共交通の在り方とも絡めまして、

搬送班の今後については検討委員会を早急に立ち上げ、検討し
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て参りたいと考えております。 

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 それでは私の方から、まず海部消防組合が果たす役割、本部

の移設等の検討についてご説明させていただきます。この件に

つきましては、海部消防組合の方へ問い合わせを行い、次の回

答をいただきました。 

平成２４年１０月３１日公表の徳島県津波浸水想定の資料に

よりますと、海部消防組合日和佐出張所につきましては浸水は

ございません。海部消防組合海南消防署におきましても同様で

あり、浸水はございません。しかし、海部消防組合本部につき

ましては、３～４ｍの浸水地区となっております。 

随時、緊急性の高いものより整備しております。平成２４年

度では本部に消防ポンプ自動車を３月１５日に納車予定であり

海部消防組合創設以来２０年目にしての購入であります。平成

２５年度には救急車、これは牟岐・海南の方に配車を予定いた

しており、平成２６年度より消防救急デジタル無線の整備事業

が始まり海部地区では、約８億の事業費が必要であります。こ

の事業が完了次第構成町に相談の上、海部消防組合本部の高台

への移設を検討したいと考えております。とのことであります。

続きまして、地域防災計画の策定ならびに個別危機管理対処

マニアルの進捗状況についてご説明させていただきます。まず

始めに地域防災計画策定の進捗状況でございますが、先日の補

正予算におきまして、委託料につきましてご承認頂きましたの

で、今後、業者選定を行い、作成業務委託を行いたいと考えて

おります。また、平行しまして危機管理プロジェクト幹事会で

素案の検討を行い、防災会議の開催、防災会議での計画の決定

を行っていきたいと考えております。 

ただし、徳島県の地域防災計画も見直し中でございます。ま

た現在美波町独自のハザードマップにつきましても作成中でご

ざいまして、これらとの整合性を図る必要がございますので、

完成時期につきましては未定でありますが、２５年度中での完

成を考えております。 

個別危機管理対処マニュアルにつきましては、昨年１２月２

０日開催の危機管理プロジェクト幹事会にておきまして最終案

に了解をいただき、誤字・脱字等を修正の上、専門部会での見

直しを経て、３月１日の危機管理プロジェクト幹事会におきま

して、今後のマニュアルの活かし方についてご検討いただきま

して、早い時期でのマニュアルを用いた図上訓練を行うことと
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いたしましております。この訓練を通じて、マニュアルの不都

合な点、課題につきましては、随時、修正を加え、よりよいマ

ニュアルを目指し、職員の意識の向上、啓発のためのマニュア

ル、いざという時に役立つマニュアルにしていきたいと考えて

おります。 

最後に情報提供サービスの提供ならびに防災無線の進捗状況

についてご説明させていただきます。まず始めに緊急速報メー

ルにつきましては、３業者と協議し、昨年１０月から、配信で

きることとなっております。内容といたしましては、気象庁が

感知し配信する、緊急地震速報、並びに津波警報、大津波警報

につきましては、美波町内で携帯電話をお持ちになっている方

に一斉に配信するサービスと、もう１つ美波町が配信元となっ

て避難勧告、指示、各種警報などを美波町内の緊急情報を配信

できるサービスがございます。この件につきましては、昨年１

０月の広報「みなみ」、及び美波町のホームページにも掲載さし

ていただき、周知をさして頂いております。 

今回２月６日の津波注意報につきましては、美波町が配信い

たしました。現在は３業者別々に入力し配信する必要があるた

め、タイムラグがあるのが喫緊の課題となっております。ただ

し県のすだちくんメール、あと整備予定の防災行政無線との連

携又は３業者を連携して配信することのできるソフトの購入な

どについて今、現在検討を重ねているところでございます。 

また、携帯電話やスマートフォンへの避難路・避難場所等地

図情報の掲載につきましては、内容を充実させる必要性の件で

ございますが、現在作成を進めておりますハザードマップを美

波町のホームページに掲載する予定にいたしております。この

件につきまして携帯電話やスマートフォンへの掲載の手法につ

いても検討させて頂きたいと考えております。 

防災行政無線の進捗状況につきましては、昨年８月にプロポ

ーザル方式により設計、施工の業者を選定し、ＮＴＴ西日本に

決定し、現在、設計を行っているところでございます。 

この作業は３月中に完了予定であり、工事費が確定次第、４

月の早い時期に、議会のご承認をいただき、工事に取り掛かり、

２５年度中の完成予定といたしております。議員のみなさまに

は、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたしたいと思って

おります。以上でございます。 

議 長 寺下議員 

１ １ 番 議 員 自席から再問をしたいと思います。先ほど答弁をいただきま
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した。まちづくりであったりとか、防災とか減災に関してよく

安心・安全という言葉が使われるんですけど、安心と安全は似

ていて少し異なるもののような感じがします。こと地震・津波

の災害に対しては、他人任せではなく、一人ひとりが考え、行

動するということが最も基本となります。住民にとって安心な

暮らしとは、どのようなものなのか。地震・津波の発生時、ま

ず逃げるということが当たり前という習慣づけを行うことで、

避難路がしっかりと確保されていれば、人は避難口、登り口ま

でまず動くという行動を起こすのだと考えます。このようなこ

とを言いながらも私もどこかまだ現実感がないというか、昨日

ちょっと足を痛めまして、今の状況で階段の一段も上りづらい

状況であります。そんな中でいますぐ逃げなさいっていわれた

ときに、自分自身普段ならどんな高い山でも登れると思ってい

るんですけれども、ほな今起こったときに自分がどこまでって

考えたときには、やはり不安があります。多分町内にも高齢者

等含め、そういう不安を抱えていらっしゃる方はたくさんいる

と思うので、今後ともそういういろんなパターンも考えながら、

対処していくことが必要になるのではないかということを私自

身現実に考えております。もちろん、個々の抱えている実情に

は差がありますが、先ほども言いましたように、日々、不安に

おののきながら生活するのは大変しんどいものです。疲れ切っ

てしまうと思います。日常生活においては、先ほど答弁いただ

いた海部消防の本部の高台移設の件もありました。また搬送班

の今後の検討もあると思うんですけども、安心して暮らせる環

境の整備をお願いしたいと思います。防災・減災に関しては自

助・共助の意識の啓発の向上に関し、行政側からの働き掛けを

これからもお願いしたいと思います。危機管理プロジェクトも

設置後半年ほどが経過しました。先ほど消防防災課長の方から

防災会議の開催も考えているという話があったんですけれど

も、これはどういったものなのか教えていただきたいと思いま

す。また全職員が関わるプロジェクトであります。各職員の自

助意識のますますの向上により、自然と職員自らが地域に入っ

ていくという行動に移っていくのではないかと考えますが、そ

のあたりは現状どうなのでしょうか。各自主防災会ごと課題や

悩み等は異なると思います。また、一番その地域の現状を把握

しているのは町内会だと思います。町内会と自主防災会を連携

させ、課題や悩みを１日でも早く、１つでも多く解決するため

に地域担当、防災の分の地域担当職員として入っている職員は
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今後どのように一緒になって活動していくのか、先ほど２５年

度は避難訓練にしても努力というか、していきたいという話が

あったんですけれども、避難訓練についても各自主防災会でさ

まざまな工夫であったり、パターンがあると思うんですけれど

も、そのあたり何か具体的なこれからの取り組み等を考えられ

ているというのがあればお伺いしたいと思います。 

議 長 防災課長 

消 防 防 災 課 長 私の方からは防災会議の件と避難訓練の件についてご説明

させていただきます。防災会議でございますが、これにつきま

しては設置が義務付けられておりまして、町の方の防災関連の

件につきましては、この会議を持って決定するということにな

っております。現在今まで平成２０年の防災、地域防災計画決

定後、開かれておりません。ですので今回地域防災計画を見直

すということにあたりまして、４月に再度立ち上げさしていた

だきまして、この地域防災計画等々の計画につきまして、審議

をいただき決定していただくことを行うことにしております。

避難訓練につきましてですが、先日の自主防災会の役員会で

もちょっとお話をさしていただいたんですが、一応去年も３回

ほど県等々と連携して一斉の防災訓練・避難訓練をさしていた

だきました。それと今回これも３回、７月９月１２月、一応未

定でありますが２５年度も訓練を予定いたしております。その

他にどこか町の方で一斉訓練をして欲しいという要望もありま

した。あと自主防災会の方でも斯く斯くかくかく計画を立てて

いただきたいということで、ご説明はさせていただいておりま

すので、町と自主防災会・町内会と連携いたしまして、計画を

進めてまいりたいと思っております。以上です。 

議 長 寺下議員 

１ １ 番 議 員 先ほど避難訓練についても、いろいろなパターン考えられてい

るというお話しがありました。少し話しは変わりますが、木岐

小学校は昨年、今年だったかな、国だったか県だったかちょっ

と分からないんですけれども、防災賞という賞を受賞しており

ます。地域と学校・ＰＴＡが連携し、避難路の整備を行ったこ

とが評価されたものです。西の地の防災きずな会であったり、

阿部の阿部地区の自主防災会の取り組みも全国的にもメディア

等で取上げられています。それぞれに自助・共助・公助により、

それまでさまざまな葛藤や試行錯誤があったと思いますが、そ

れを重ねながらも努力の甲斐があって、うまく機能した結果だ

と思います。成功体験の積み重ねが次のステップへのやる気を
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生み出すのは周知の事実です。行政からの働き掛けとの相乗効

果で、そういった動きが今後も美波町全体に広がっていくこと

に期待したいと思います。  
少し話は変わりますが、徳島県では３月１日付でグーグルと防

災への取り組みに関する協定を締結しております。自然災害や

人道的危機において、県が保有する重要な情報を、より多くの

インターネットユーザーにアクセスしやすい形で提供するこ

と。協定の内容としては、安否情報発信であるとか、検索であ

るとか。あと地図情報の発信であるとか、ライフライン情報の

発信ということが、協定の内容にあります。本町においても、

コメリさんでしたかね、と災害協定を結んだということを新聞

報道でも知りました。そういった連携の構築は住民にとっても、

大きな安心感につながると思います。  
先ほど消防防災課長の方からも情報提供のサービスの向上に

ついては、町としても前向きに取り組んでいるという答弁もあ

りました。そういったことが今後とも継続してバックすること

なく進んでもらえるようにお願いしたいと思います。  
最後に、防災というのは防災だけに特化するのではなくて、全

体的なまちづくりに繋がるものだと考えます。一人ひとり考え

てくださいよって、こう放り出すのではなくて、やはりそうい

う一人ひとりが考える機会っていうのをつくることも重要にな

ってくるのではないかと思います。それっていうのは健康づく

りであったり、地域の話題であったりとか、そういうことに色々

な場面でそういうことは見られると思いますので、そういう

様々な会合時にワークショップを開くようなかたちで、一人ひ

とりが逃げることに関して考える場とか、協議を持てる場って

いうのを設けていったらどうかなぁと思うんですけども、その

あたり今後何か考えられていることがあれば最後にお伺いしま

す。 

議 長 町長 

町 長 今最後でご質問いたさきました防災の考え方といいますか、

どのようなかたちで進めていくかというようなことかなぁと思

いますけれども、私共では東日本大震災以降、防災・減災の考

え方を全ての施策のベースとして考えましょう、いうようなこ

とで町内では行っております。１つは今議員がおっしゃってい

ただいたように健康づくり、元気でなければ逃げることもでき

ないということで、ヘルスメイトさんの会でありますとか、そ

ういった時にその健康と防災をコラボしたようなかたちでやっ
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ていきましょうとか、いうようなことで進めさしていただいて

おります。今後多くの考え方の中で、特にいろんなことに対し

て防災の考え方を少しでもその会議でこちらの方から提供した

りまた、その輪の中で話し合える場の提供といいますか、話題

の提供を今後とも進めていきたいなぁと思っておるところでご

ざいますので、よろしくお願いをいたします。 

議 長 寺下議員 

１ １ 番 議 員 町としての備えはいざというときにしっかりと機能しいな

ければ意味がありません。常に明日来るかもしれないという意

識を持ちながら、様々な機関と連携を深め、住民の意識啓発も

合わせて地震・津波への備えをスピード間を持って進めてもら

うことを心からお願い申し上げて、私の質問は終わります。 

議 長 以上で寺下議員の一般質問は終了しました。 

小休します。 

（時に １０時１６分） 

 （小休中） 

（時に １０時３５分） 

議 長 小休に引続き再開いたします。 

続いて１２番新開議員の一般質問を許可いたします。 

新開議員 

１ ２ 番 議 員 ただ今、議長より了解を得ましたので、私から一般質問をさ

していただきます。今この太平洋沿岸を含め、近々数１０年以

内に起こるといわれておる三連動の地震・津波が大きなかわり

となっておる現実。美波町の公共施設で耐震診断・改修工事を

していない施設はどのぐらいあるのか、またうみがめ荘、海の

端に近いうみがめ荘をベストウェスタン日和佐に管理運営契約

をしているが、耐震改修工事をしていない町の施設を町として

今後どのように考えているかお答え下さい。よろしくお願いし

ます。 

議 長 副町長 

副 町 長 それでは新開議員の一般質問にお答えをさしていただきま

す。美波町内の公共施設の耐震診断・改修工事についてでござ

いますが、まず美波町の公共施設で耐震診断・改修工事をして

いない施設はどのくらいあるのかについてでございますが、こ

の役場庁舎や病院・学校関係施設・社会教育関係施設・町営住

宅等、町が所有又は管理する公共施設は数多くございます。 

これらの施設の多くは、昭和５６年６月１日以降のいわゆる

新耐震基準で建築された建物でございまして、耐震性を有して
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おりますが、それ以前に建てられた施設については施設の老朽

化と相まって、少数ではありますが、今後の対策が必要な建物

もございます。 

旧耐震基準によって建築された建物については、今後起こり

うる東海・東南海・南海の三連動地震対策として、施設の耐震

化等の重要性は十分認識致しており、これまで計画的に耐震診

断等を実施し、必要に応じて耐震改修も行っております。たと

えば、役場庁舎では由岐支所及び由岐公民館、日和佐公民館等

の重要施設でありますとか、小・中学校施設につきましても、

耐震改修が出来ております。 

しかしながら、日和佐病院・由岐病院など重要施設でありな

がらも耐震診断の出来ていない施設もご指摘のとおりいくつか

ございます。病院につきましては、現在美波町医療体制整備方

針に基づき、新病院として仮称ではありますが保健センター等

も建設することとしておりまして、また新病院につきましては、

免震構造の建物といたす予定でございます。 

ご質問、後段部分のうみがめ荘についてでありますが、平成

２０年４月から株式会社ベストウェスタン日和佐に管理運営を

委託いたしております。この株式会社ベストウェスタン日和佐

は、うみがめ荘にベストウェスタンホテルのブランドを付与す

る計画で、当町に監理運営会社として設立されたものでござい

ます。管理運営を委託した後は、ベストウェスタン側におきま

して事業展開を行って頂き、大規模改修又は建て替えについて

ベストウェスタン側が自己資金において行って頂く予定といた

しておりました。しかしながら、その後の社会・経済情勢の変

化とか株式会社ベストウェスタン日和佐の資金不足による改修

の遅れで、うみがめ荘はベストウェスタンのブランド付与のた

めの基準を満たすことが出来無かったこともございまして、ベ

ストウェスタンアメリカ本部より、「ベストウェスタン」という

社名の一部を使用することを禁止する要請がございました。 

このため、「株式会社ベストウェスタン日和佐」から商号を「う

みがめ荘株式会社」に変更したい旨の協議がありました。商号

変更後も役員並びに経営方針に変更はないと言うことでありま

したので、平成２２年３月に商号変更に関する協定を締結いた

しまして、引き続き「うみがめ荘株式会社」に管理運営を行っ

て頂いているところでございます。 

当初の計画では、大規模改修又は建て替えについてはベスト

ウェスタン側が自己資金において行って頂く予定としておりま
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したが、うみがめ荘の建物の所有者は美波町でございます。こ

のため、ベストウェスタン側によります当初計画の大規模改修

等が遅れていることも踏まえまして、耐震診断の実施につきま

してはうみがめ荘株式会社とも協議しながら、検討して参りた

いと考えております。 

また、昭和５６年以前の旧耐震基準により建築された公共施

設についても、今後は、必要に応じた対応をして参りたいと考

えております。以上答弁とさせていただきます。 

議 長 新開議員 

１ ２ 番 議 員 それでは自席から再質問させていただきます。今回この件で

一般質問させていただいたのは、先月２月の１３日付けの徳島

新聞に記載されておりました国土交通省から耐震改修促進法と

いう法律が提出される予定だということでございます。耐震基

準が強化された１９８１年以前に建てられた大型施設に耐震診

断を義務付け、罰則も課すということでございます。３０年以

内に起こるといわれている南海トラフと地震に備え、耐震化の

促進を図るもので、不特定多数の人が利用する公共施設を含む

建物の内、大規模なもの、また老人ホームなど小さい施設も含

める方針で、耐震診断の実施期限は２０１５年末までといわれ

ています。行政が民間施設まで踏み込んで指導・指示する以前

に公共施設の診断・改修を早急に検討していただきたいという

ことで、今回私も一般質問させていただきました。 

またうみかめ荘については、約４０年が経っており、昭和４

０年代中ごろに全国各地で旅行を主とした国民宿舎として多く

建設されました。しかしその後、施設の老朽化と宿泊施設のニ

ーズの違いから多くの施設が閉鎖に追い込まれ、なくなってい

った状況にあります。平成２０年９月ごろの議事録を見せても

らいますと、先輩議員等も含め、話し合いの中で、うみがめ荘

は大規模な改修を行う必要があると答弁されておりました。消

防法の改正も修繕も県の方からもいろいろと修繕してください

という通知は受けたそうでございます。その消防法については

今一応修繕は済んでおると聞いております。またその当時の施

設の修繕・改修等の話合いがその平成２０年代の議事録の中で

は主に占めておりました。耐震診断・耐震改修等の話しも議事

録にはなかったように思われます。このような中で今、副町長

からお話がありました、うみがめ荘との運営管理契約の中身を

含め、十分当事者間で話し合い、進めていって欲しいと思いま

す。以上です。 
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議 長 副町長 

副 町 長 今、議員の方からご指摘がございました徳島新聞の新聞報道

でございますけども、今国会に国土交通省が提出を予定してい

るという耐震改修促進法改正案の中身について説明がございま

したけども、それにつきましては私も承知をいたしております。

この改正案では、昭和５６年以前に建築された不特定多数の

人が利用する施設などで、政令で定める建物の種類ごとに、耐

震診断の実施が義務づけられるということが予定されておりま

す。 

この改正案では耐震診断の基準となる延べ床面積でございま

すが、５，０００㎡以上ということで検討されているようでご

ざいまして、うみがめ荘につきましては、延べ床面積が２，５

３７．５６㎡でございますし、その他先ほど申し上げた耐震診

断が出来ていない町有施設につきましても延べ床面積が５，０

００㎡未満の施設がほとんどであるというようなことで、改正

法による耐震診断の義務づけ施設からは除外されるのではない

かというふうに考えております。 

しかしながら耐震診断の出来ていない公共施設につきまし

ては、うみがめ荘も含めまして計画的にまぁ対応して参りたい

と考えておりますのでご理解をお願いしたいと思います。 

議 長 新開議員 

１ ２ 番 議 員 議席から再々質問させていただきます。今、副町長から答弁

をいただきました。まだ多くの施設が残っていると思います。

中に各地域にある公民館の施設、特に海の近くにある耐震工事

をしていないということを聞きました。たしかに海の近くでは

津波は問題あってもその前に地震があるわけで、施設が海の近

くだろうが高台だろうが、震度が８前後くればその利用時間・

利用目的・利用内容からすれば、津波の前に地震から施設を守

ることが大切だと思います。立替・移転・耐震工事も考えられ

る中で、全体的に考えてみて欲しいと思っております。以上で

ございます。 

議 長 以上で、新開議員の一般質問は終了いたしました。 

続いて７番北山議員の一般質問を許可いたします。 

北山議員 

７ 番 議 員 それでは一般質問をさせていただきます。今回の質問は大き

く３点についてお聞きします。 

第１点目は行政の成果について、その１としまして行政実績

の検証評価を誠実に実施するよう要望します。町長は新春の成
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人式で、出席された新成人６９人に対し、夢があるものは希望

がある、希望があるものは目標がある、目標があるものは計画

がある、計画があるものは行動がある、行動があるものは実績

がある、実績があるものは反省がある、反省があるものは進歩

がある、進歩があるものは夢があるとはなむけの詩を送られま

した。私も聞いていて感動し、新成人の皆さんもそれぞれ人生

訓として長く胸に抱きとめてくれるよう願いました。この詩の

教えは、１この人間だけではなく、あらゆる組織・団体の行動

運営についてもいえるひとつの心理であると私は思います。当

然、町行政の執行についてもあてはまると思います。行政の執

行にあたっては、はなむけの詩に歌われている次の各段階、１．

その事業への夢と希望を持っているか、２．次の目標と計画は

確立したか、３．そして行動と実績は整ったか、４．最後に反

省と進歩が見られたか、この４段階は有効な行政執行のため、

どれひとつかかせない肝心なものです。今、町は新しい病院を

作ろうとしています。病院がないから作ろうとしているのでは

なく、現在の病院を新しい病院に作り直そうとしています。新

病院は夢と希望を持って作られなければなりません。しかしそ

の前の段階である現病院の反省と進歩の段階がないように私は

思います。反省と進歩のない夢と希望は幻にすぎません。反省

と進歩、すなわち現病院経営への検証作業は欠くことのできな

い段階であります。それがないように思います。今病院建設を

例にしましたが、反省と進歩の段階、すなわち検証がおこなわ

れていない行政実績が非常に多いと思います。いやほとんどの

事業実績は検証されていないといっても過言ではないと思いま

す。新年度からは全ての事業で執行後、実績を見て、反省し、

改善・進歩を図る。すなわち検証を実施するよう提案要望しま

す。 

また第２としまして、成果表の充実について要望します。毎

年度末に提出されている主要事業の成果表を見ても、ほとんど

すべてといっても過言でないぐらい各課の事業は予算を使った

パーセントをその成果として掲げられています。予算を何パー

セント使ったかは成果ではなく、実績です。成果というのはそ

の事業の目的が何パーセント達成できたかということで、真剣

な検証、すなわち町長のしの反省と進歩の結果図られるものだ

と思います。そうした成果、すなわち反省と進歩の集合した成

果表を見れば、次の年への夢と希望が湧き、意欲的な目標と計

画となり、レベルアップした行動と実績へと繋がっていき、町
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政の発展をもたらすと思います。以上２点について提案要望し

たいと思いますが、町長の考えはいかがですか。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 私の方から、今の北山議員の一般質問についてお答えさせて

いただけたらと思います。 

まず、行政の成果についてということで、行政実績の検証実

施についてでございますけれども、行政実績の検証につきまし

ては、社会経済情勢が大きく変化する現在、各事業を進める上

においては、随時その現状と課題などに対して行うことが必要

となって来ております。特に、毎年度当初予算時においては１

年間の実施状況を踏まえて、新しい年度の予算を編成させて頂

いているところでございます。 

また、定例監査時には事務事業の進捗状況や主な事業の進捗

状況などの報告をさせて頂き、決算認定時には年度内の主要施

策の成果に関する説明を行い、議員各位からもご質問・ご意見

などを頂き、行政運営を進めさせて頂いているところでござい

ます。第２次総合計画策定におきましても、主要施策の取組評

価を行い、計画に反映させることといたしております。 

それからもう１点、成果表の充実についてでございますけれ

ども、決算認定時の成果表につきましては、地方自治法の規定

によりまして、決算の認定に付する際において、歳入歳出決算

事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書にあ

わせて提出することとされております。これを主要な施策の成

果に関する説明する書類ということで、成果表といたしており

ます。他の決算認定書類とは異なりまして、具体的表示方法は

任意といたしまして、形式も自由となっております。決算審査

の対象とはなっておりません。現在決裁認定時にはこの成果表

により、事業の成果について審査・ご議論いただいており、不

都合はないかと思っております。北山議員さんのご意見につき

ましては、今後の行政運営を進める上においての、検討課題と

いうことで、お聞きさしていただけたらと思いますので、よろ

しくお願いします。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 自席から再問をさせていただきたいと思います。これは通告

の中で提案、要望２点について要望をいたしますというような

通告を事務局に出しておったんですが、要望でやってください

というような要望の質問だということが抜けてあったんで、総

務課長が中身について、るる説明をいただけたんだろうと思う
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んですが、現実検証、この中で先ほど町長の詩の中身を言わし

ていただいて、私は町長はその検証の重要さっていうんが十分

分かっておると、そう思いましたんで要望というようなかたち

で今後対応してもらいたいというようなかたちで質問をさせて

いただいたわけなんですが、ほの総務課長は中身ができている

というような、そういう答弁だったように思うんですが、現実

状況を見てみますと毎年度の成果表、これも総務課長は問題な

いんだというような答弁だったんですが、現実は先ほどもいい

ましたが、執行状況だけでやはり成果の記録、どれだけの結果

がでたのかというようなことはほとんど記録はない状況です。

ということからして成果を現したということにはならないと思

います。また毎回のこれも去年の１２月２３日の避難訓練のこ

とも含めてなんですが、毎回津波避難訓練をされておる中で、

それの結果の検証っていうんも現実これはできていません。そ

れから２年前の３．１１の大津波警報発令時の町・町民・各種

団体の対処、これについても何回も私も一般質問で、その検証

をして、地域防災計画の策定にあたっていただきたいというよ

うな質問をしていましたが、その中で検証はしないというよう

な答弁があって、検証したというような事実は感じていません。

また避難場所・避難経路の確認についても各地域の自主防災会

にまかせておるというようなことになるんかも分かりません

が、町自身としてもやはり町民の生命・財産にかかわることな

んで、まず町が検証して地元もするというようなかたちになら

なければならないと思います。今ちょっと思い当たるだけでも

検証をされてないっていうような、そういうことはいろいろ思

いあたりますんで、先ほど総務課長が答弁してはいただきまし

たが、やはり検証はできていないというのは明らかです。 

また私だけでもなく、町民の方からもある会におきまして、

これは町長も出席をされておったと思いますが、その会の中の

町民の意見として、議会の会期を延ばして事業検証の議論を実

施すべきであるというような提言もあったと思います。検証を

やってほしい、やっていないと、目に見えないというような感

じは町民も感じていると思いますんで、今後これは先ほどのん

は提言でありますんで、それを受けて検証についてはやってい

ただきたいと、総務課長がいうような検証課題というんではな

く、やはり事業をしたらそれには検証する、これはあたりまえ

の話しだと思いますんで、そこのところ再度町長のお考えをお

聞かせ願いたいと思います。 
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議 長 町長 

町 長 ご質問の件につきましては、先ほど総務課長が申したように

一般論としてはそのようなかたちで町としては進めさしていた

だきますし、今後とも検証にあたっても務めていくというよう

なことで、変わりはございません。ただ今、再問の中でおっし

ゃられた議会の会期とかいうようなことにつきましては、議会

内部の方のことでございますので、町の執行部の方といたしま

しては、議員がおっしゃった成果についたり、それから検証っ

ていいますのもいわゆる達成度の問題を指しておられるのかな

ぁというふうにご質問を聞きながら自分なりに思っていたとこ

ろでございますけれども、町の行政のいわゆる事務事業につき

ましては本当に多岐に亘っておりまして、全てが全て検証をし

ていくっていうようなことにはなかなか現実的にはならないっ

ていうところがございます。私が思うには、いわゆる平常的な

といいますか、の事務事業につきましては成果報告で示されて

いるような書き振りで十分ご理解もいただけるし、町としての

いわゆる実績も分かるのではないかというふうに考えておりま

すが、その中で例えば今年３月の提案説明の中で７つの重要施

策っていうようなことをご説明もさしていただきましたし、先

ほど一般質問の中でも答弁をさしていただいたような事業につ

きましては、なお詳しく決算の時期にその進捗状況であります

とか、その効果等について検証といいますか、その議会に対し

ての報告っていうのはやらさしていただいてもいいのかなぁと

いうふうに思っておりますので、前向きに考えて行きたいとい

うふうに思っております。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 同僚議員の質問にもありましたが、美波町は今後数年間が一

番重要な時期だ、今までも当然重要な時期であったと思うんで

すが、やはり町長全ての事業の検証はできないかもわかりませ

んがというような答弁がありますが、やはり町のする事業は全

て検証して、その検証に基づいて次のステップがあると私は思

いますんで、そこらのところもう一度十分検討していただいて、

考えていただけたらと思いますんでよろしくお願いいたしま

す。 

議 長 町長 

町 長 いま少し言葉が足りなくて、伝わらない部分があったかもわ

かりませんけれども、検証というのは内容のさいはあると思い

ますけど、それは私共いわゆる担当課で全てやっているという
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ふうに私は思っております。それに基づいて先ほどその上にと

いうようなことでお答えしたつもりでございますので、全てに

おいて検証ができていないというのではなくて、検証はしてお

るけれども、その議員がおっしゃるようないわゆる行政評価で

ありますとか、いろんな数値目標を事前に提示して、年度内に

どれだけできたかというような、いわゆるシート的なことはで

きていないというようなことでございますので、このあたりで

ご理解をいただけたらと思います。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 第２点目に入ります前に、やはり検証ということ、町長は全

て担当課でできておるというような認識をもっておられます

が、私が端から見さしてもらっている限りでは、やはり検証は

できているとは思えませんので、そこらのほどよろしくお願い

いたします。 

それでは第２点について質問をいたします。第２点目は新病

院及び保健センター（仮称）の経営収支はどのようになってい

るのかという通告をしました。その後に美波町町立病院建設検

討委員会の会議録を読ましていただき、各委員が真剣に議論し

ていただいていることを強く感じました。特に新病院の収支試

算については、出席された全委員が町が示した原案について根

拠が甘い、人口減少に考慮すべきであると、また身の丈にあっ

た病院を等々いろんな意見が出されています。病院建設には組

織・機能・運営が決まり、設計段階に入るべきと考えます。そ

こで町は各委員が出された意見をどのように整理されているの

か、またそれをもとに町の原案のどこを改善されるのかお聞か

せをいただきたいと思います。 

次ぎに保健センターについてです。運営内容について、その

組織・機能・運営全てまだあきらかになっていません。保健セ

ンターは後からでいいのか、新病院と連携して一緒に考えてい

かなければならないのではないですか。すみやかに全体計画を

つくり、経営収支を見極める作業が必要だと思います。美波町

立病院建設検討委員会では、このとこについてどのように取り

扱うのかお聞かせを願いたいと思います。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 ただ今のご質問にお答えさせていただきます。美波町立病院

の収支につきましては、美波町立病院建設検討委員会の検討委

員会からの中間報告書にもありますが、継続審議とさせていた

だいております。これは議員おっしゃられたように、平成２４
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年１１月１４日に開催されました第３回の検討委員会の審議の

中で、収支見込みについて試算が少し大まか、甘過ぎるのでは

ないかとのご意見がございまして、収支見込みのみを継続審議

とさせて頂いているところであります。 

現在、試算の最終調整に入っておりまして、整い次第審議会

にてご審議を頂くことといたしております。大まかな見込みと

いたしましては、美波町立病院整備方針（中間報告書）にあり

ます運営計画の入院患者１日平均４３人、外来１日平均１０５

人で試算いたしましても赤字決算となります。開業年度から大

きくなる減価償却費を除いて考えますと５年間程は厳しい資金

運営が求められますけれども、６年目以降は資金繰りに支障を

きたすことは避けられる見通しとなると考えられております。

何れにいたしましても、経営の安定として基本となりますの

は、入院及び外来の患者数となりまして、それには病院スタッ

フの確保、特に医師の確保が重要な点となります。 

次に、保健センター（仮称）の収支計画についてでございま

すが、保健センター（仮称）ではございますけれども、につい

ては医療機能だけでなく保健・福祉の機能を持たすことから、

全体として収支見込みを出すことはいたしませんけれども、診

療所についてはある程度の見込みを立てることといたしており

ます。現時点では診療所機能のあり方について、検討委員会で

の検討も未だ行っていないということでございますので、お答

えすることが出来ませんけれども、検討委員会のご審議を頂い

た後には、公表させて頂きたいと思っておりますのでよろしく

お願いいたします。以上です。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 それでは再問をさせていただきます。美波町立病院建設検討

委員会の第３回の中で、収支試算については継続審議になって

いるんだというような、そういう答弁と赤字、当初から赤字試

算になるというような答弁がありました。先ほども言いました

ように、議事録を見せていただいて、いろんなこう１回２回３

回といろんな委員さんらが真剣に意見を述べていただいており

ます。その委員さんの意見をやはり町の方は整理をして、どの

ような病院にしていくのか、これを検討しなければならないと

思います。ただたんに最初から赤字になる、これの甘いという

ことだけ、こういう意見もありましたが、いろんなこう意見が

あって、その意見をやはり町としてはまとめて、最終どういう

病院にしたらいいのかっていうようなかたちに繋げていかなけ
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ればならないと思いますんで、そこらの整理はされているのか

どうか、最後お聞かせを願いたいと思います。 

それと保健センター（仮称）についても答弁がありましたが、

診療所単独の収支は出せるが、全体的なのは出せないというよ

うな答弁がありましたが、全体の保健センター、保健センター

が病院と診療所に全体にまたがるというような私は認識をして

おったんです。そういうような答弁もあったやに記憶をしてお

ります。ただ診療所のみが保健センターで、病院の方は保健セ

ンター的なこととは無関係というようなかたちになるっていう

んは少しおかしいんではないのかなぁと、病院及び診療所で一

緒にやれるもの、そこらは当然一緒に計画をしていかなければ

ならない、尚且つ収支についても全体計画の中で考えていかな

ければならないんでないんかなぁ、そのように感じます。また

基本設計・実施設計の話しもありますが、あの収支計算と設計

とが別々というようなかたちに今現在なっていくやに感じます

が、やはり収支がちゃんとした収支ができた病院、これについ

て設計、こういう病院になるんだということが決まった後に、

設計に入っていくというようなかたちになるべきだろうと思い

ます。今町が行っているのはなんかこっちをやり、あっちをや

り、こっちも進んでいくというような全てが連携された中で進

んでいっておるというような感じがしませんので、そこらのと

ころを再度お聞かせを願いたいと思います。以上です。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 お答えさせていただきます。新病院の建設に当たりまして

は、先ほども申し上げましたけれども、病院の建設検討委員会

の中でご審議をいただきまして、美波町立病院の整備方針とい

うのをまとめていただいております。この中に運営計画という

のがございまして、どういったかたちの病院を目指すかってい

うことをこの中に記載されておりまして、将来は療養病床にも

対応できるそういった病院としての位置づけもこの中に記載さ

れております。そういった中で今回病院の建設の設計業務とい

うのを発注いたしているところでございます。それで現在継続

審議ということで、収支についてまだ調整というかたちでござ

いますけれども、これにつきましては検討委員会の中でいわれ

ました今後１０年以上の計画の中で、試算的な面で入院収益で

ありますとか外来収益が、前段といいますか１１月に出さして

いただいた中では収入金額があまり変わらないというかたちで

出さしていただきまして、細かい話しなんですけれども、これ
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についてはやっぱり人口減少の中で外来者・入院患者も減るで

あろうと、そういった見込みができていないでありますとか、

もちろん材料費とかもやっぱりそういったものにつられて減っ

たりですね、それから診療単価につきましても今までに診療単

価は若干ながら上がったり、これは制度的にも影響されるもの

でございますけれども、そういった見込みもできていないって

いうことで、現在そういったご意見に対して調整をさせていた

だいているところでございます。それと保健センターにつきま

しては、議員おっしゃられる内容でございますと、診療所機能

と保健福祉、この内容については今現在検討中ではございます

けれども、これを一体としてまぁ収支見込を出されてはどうか

というようなご質問と思いますけれども、行政的には診療所に

つきましては診療所の特別会計といったような、ほういった中

での会計処理になろうかと思っております。それでこの分につ

きましては、もちろんある程度の試算を行いまして、どういっ

た経営状況になるか、それから阿部診療所もございますけれど

も、ほことはまた違った内容にはなろうかと思いますけれども、

そういった検討、ただ保健福祉については現在役場の中にそう

いった機能を持たして対応している業務もございまして、これ

のどれだけの分を保健センター機能をもたすかっていうところ

もございまして、福祉の面につきましてはなかなかつかみにく

いといいますか、それに対する何ていいますかね、検討と収支

についてなかなか難しいものがあるということで、診療所機能

についてはさしていただくということでお答えさせていただき

ました。以上でございます。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 それでは再々問をさしていただきます。全ての内容が建設検

討委員会で議論をされているから答が出来ないというような、

そういう答弁であったやに思います。また委員からの意見につ

いては整理されていないのかなぁと答弁がないところを見ると

整理されていないのかなと思います。中でもいろいろ委員さん

から意見が出されております。将来療養型というようなかたち

にしていくというような、そういう話もありましたが、委員の

中では海部病院が急性期病院の計画を立てているんで、後の町

立病院については療養型をお願いするというような、そういう

意見もありました。また災害時の拠点病院にするというような

町の計画についても十分な面積を有してないんで、ここらは無

理ではないのかな。ある方についてはいろんなことを考えるよ
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りも、やはり身の丈にあったような、そういう病院にすべきで

はないのかなぁ。そこらの出た意見を考えますと、やはり最初

から建設当初から赤字になるようなそういう収支試算っていう

んは少しおかしいのではないかなぁ、新しい病院になって２つ

の病院が１つになって、町民はある程度よくなっていくと、病

院経営がよくなっていくのではないかというような感じ持って

おると思います。そんな中で当初できたときから赤字っていう

のにはやはり委員さんとしても、納得がいかないようなそうい

う内容であったやに思います。またそれも含めて今までずっと

引きずってきたといいますか、一般会計から多額の繰入があり

ます。ここらについても今後新しい病院ではできるだけ提言し

ていくような方策っていうんも当然考えていかなければならな

いと思います。最終、最終っていうか建設検討委員会に全てま

かすんではなく、やはり意見が出されたらその原案を町として

意見を聞き、町として改善をしていくべきだろうと思うんで、

そこらのところ再度考えていただけたらと思います。最終病院、

新病院あるいは保健センター診療所、ここらの収支がいつぐら

いに出るのか、最終そこらを教えていただけたらと思いますん

で、よろしくお願いいたします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 病院の収支についてでございますけれども、先ほど赤字とい

うことでお答えさせていただきましたけれども、これにつきま

しては赤字なんですけれども、詳しくいいますと減価償却費、

これも先ほど答弁させていただいたんですけれども、減価償却

費を除く、除くべきものではないんですけれども、実際資金と

しては必要では、帳簿上は必要なんですけれども、現金として

はいらないということで、原価償却費を除けて、除いて考えま

すと、資金振り的にはまぁとんとんと、初めの５･６年はとんと

んで、後はちょっと余裕が出てくるというような、そういった

計画になっています。ですからたちまち赤字っていうイメージ

的には悪いんですけれども、帳面上は赤字ですけれども、資金

振り的にはある程度健全な経営ができるんではないかというこ

とで、現在考えております。 

それと保健センターにつきまして、いつごろに収支の計画が

できるかということでございますけれども、これにつきまして

は、検討委員会の中でその機能についてどういった機能を持た

すかっていうところとの整合性もでてきますので、ただ収支だ

けが先走ることができませんので、町長の方からも答弁があり
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ました８月ぐらいを目途に保健センターの設計を発注というこ

とになっておりますので、それまでにはもちろんその機能、ど

ういった機能をもたすかっていうことを決めなければならない

ので、それに付随して収支も計画を立てるということでご理解

いただけたらと思います。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 第３点目に入ります前にやはり１点申し述べたいと思いま

す。建設検討委員会の中でも、どういう機能を持たすのかを考

えて、それに基づいて収支を考えるというような話がありまし

たが、やはり検討委員さんについても検討委員さんらは、この

機能を持たしたやり方でいけるのかどうか、そこらが見積もり

が甘いんではないんかなぁっていうような意見を出されていた

やに思いますんで、やはりまず収支がちゃんと健全にいけるよ

うな、それが病院を運営する段階でもちゃんとこれは確実にこ

うなりますというような、ただ大きな目算、根拠のないような

目算っていうんでなしに、やはり現実病院が稼動した段階で、

こういうちゃんと収支と合致するような、そういう収支試算を

つくっていただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたし

ます。 

それでは第３点目に入りたいと思います。第３点目は教育委

員会の会議録についてお聞きします。会議録は町民に対する情

報公開のいちおくを担う重要なものだと考えますので、お聞き

します。 

昨年１２月２５日の教育委員会定例会でいじめ問題が議論

されるということで、同僚議員と傍聴にいきましたが、プライ

バシーにかかわる事案なので非公開としますということで退席

しました。後日会議録を見ると、議事の経過概要の欄に非公開

での案件について教育長が説明し、議論したとだけ書かれてお

り、何の議案が議論され、どのような結果になったのか何も分

かりませんでした。これでは教育委員会での会議録としての意

義を果たせていないと思います。そこでまずお聞きしたいと思

います。会議録作成は、何のために作成すると考えているのか

お聞かせ願いたいと思います。 

次ぎに１２月議会で同僚議員が会議録のホームページでの

公開を求める質問をして以後、１２月教育委員会定例会の会議

録は今までの会議録とは全く違い、会議の内容が分かりやすく

なっています。これはホームページでの公開のため変えたので

すか、ホームページの話しがなかったら変わらなかったのです



 80

か。おかしいとは感じませんか、ホームページに関係なく、分

かりやすい会議録作成に心がけるべきと考えます。それはさて

おき同僚議員への答弁で、ホームページで公開できない理由は

ない、次回の定例会で意見を聞き判断するといわれましたが、

結果はどのようになりましたかお聞かせ下さい。 

次ぎに教育次長は１２月議会で非公開での会議以外は会議

録を作成し、公開請求があれば公開すると答弁されました。ま

た２月８日の会議録の閲覧にいったときも、秘密会の会議録は

ないといっていました。議会では会議録は町議会の公式記録で

あり、会議の顛末を記録を唯一の証拠書類であり、また一面町

行政の歴史であるということで、数多い町の書類の中でも最も

重要な書類と位置づけ、永久保存扱いとされると教えられてい

ます。教育委員会も教育委員会会議規則で会議録について明記

されている以上、同じだと考えます。よって非公開時の会議録

も当然作成すべきと思いますが、考えをお聞かせ下さい。 

次ぎに会議の公開についてお聞きします。教育委員会会議規

則では、会議の公開について、会議についてこれを公開とする。

ただし委員長または委員の発議により、出席委員の２/３以上の

多数で議決したときは、これを公開しないと明記されています。

しかし、現実は教育長の発言だけで、議決もせずに公開にして

います。これは間違いだと思います。会議規則に基づいた運営

をすべきと考えますが、どうですか、お聞かせ下さい。 

議 長 教育次長 

教 育 次 長 それでは北山議員さんのご質問に答弁いたします。まず会議

録はどのような、会議録は何のために作成するのかということ

でございますが、会議録につきましては審議経過や結果を公文

書として残す、あるいは前回の決定事項を確認する資料として

の役割があると考えております。 

次ぎにホームページの掲載につきましては、先ほど議員さん

もおっさやられましたように、１２月議会において影山議員さ

んの質問を受けまして、答弁した中で１２月定例会におきまし

て定例会の中で前向きな議論をしてまいりました。掲載につき

ましては、委員さん全員ホームページの掲載については異議は

ございませんでした。しかしながら会議録の中身につきまして、

今現在会議録、会議規則にのっとった会議録となるような努力

をしております。というのは会議録を作成するにあたり、用字

の統一、用いる字と書きますけれども、用字の統一や倒置表現、

無意味語の整理、話し言葉をある程度整えるなど修文の徹底を、
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今、試行錯誤しながら作成をしていただきますので、まずその

会議録の作り方というのがきっちりとしたものができしだいに

掲載につきましてはしていきたいと考えております。 

それから非公開の件でございますが、非公開につきましては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして、人事

に関する事件、その他の事件について議員さんおっしゃられま

したように出席議員の２／３以上で議決されたときは、秘密会

にできるとされております。それからその会議録につきまして

は、個人情報の観点から会議録につきましては作成はいたして

おりません。記録というものはとっております。その公開につ

きましては、その会議の性質上公開できる部分は非常に少ない

と思いますが、一般論といたしましては内容にもよりますが、

情報公開条例に照らし合わせて公開できる部分がありました

ら、公開をしたいと考えております。 

それから非公開の議決でございますが、教育長の発案により

まして、発議によりまして議決をしておりますが、この部分に

つきましては、会議録に掲載されていないところがあるかと思

いますが、実際はその会議規則どおり発議をして議決を得てお

りますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございま

す。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 会議録の作成は何を、何のために作成するのかということに

ついて、公文書として残すからと、資料、後日内容を見るため

にというような答弁がありました。これとは別にやはり会議公

開の原則を全うするためということもあろうと思います。また

公式記録、先ほど次長もいわれてましたが、公文書として作る

ことによって、その会の信憑性の裏付けというようなことにも

なるんだろうと思いますんで、そこらを認識をしていただいて

いただきたいと思います。次ぎにホームページにいつ掲載され

るのか、そこらは議事録の調整ができてというような話があり

ましたが、はやり会議録を何でつくるのかということが次長は

あまり理解されてないのではないのかなぁ、これはホームペー

ジに載せるからその中身をちゃんとするんではなくて、やはり

ホームページに載そうが載せまいが会議録っていうんはちゃん

と整備をするということ。これが教育委員会が公の会であると

いうことの裏付けだと思いますんで、そこらのところいつにな

るかホームページに掲載されるんはいつになるか分からないと

いうような答弁でしたが、できるだけ早急にしていただきたい
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と思います。次ぎに非公開時の会議記録、これは作っていない

というような記録は残しているが、会議録は作っていない。こ

れもおかしいと思います。やはり先ほど次長もいわれたように、

公文書として残すわけなんで、やはり人に見せるから見せない

から、見せないためにつくらんというようなそういう答弁があ

ったやに思うんですが、これは公文書なんで当然公開をしよう

がしまいが会議録は作るべきと思います。当然議会でもそのこ

とについてはいろいろ書かれておりますんで、教育委員会も同

等だと思いますんで、そこらの認識を改めていただきたいと思

います。 

最後に会議規則に基づいて非公開については会議規則に基

づいてやっているんだというような、そういう答弁がありまし

たら、私が傍聴さしていただいた１２月２５日の定例会、この

時のを見さしていただきましたが、このときに採決はされてい

なかったと思います。そこらのところ再度ご意見、考えを聞か

せていただきたいと思いますんでよろしくお願いします。 

議 長 教育次長 

教 育 次 長 まず始めに会議録の認識でございますが、この１２月議会で

の質問、今回の質問を受けまして、私個人的にも会議録につい

て少し勉強さしていただいた次第でございます。職員として認

識はもちろんしておりましたが、より一層会議録についてはで

すね、公開ということを頭に入れて作成をしたいと考えており

ます。 

それからホームページにつきましては、議員さんもおっしゃ

られましたように、ホームページに掲載するかしないかという

ことよりも中身について充実したものを作りたいということ

で、ホームページは不特定多数の方が閲覧されますので、少し

でも個人情報とか不利益になるようなことが書かれていれば、

非常にその多大な不利益を与えるということで、普通に公開す

る以上に神経を尖らせて行かなければならないと思っておりま

す。その意味でもちろん掲載しなくてもそういう個人情報とい

うのは守っていかなければいけないと考えておりますが、その

作成について先ほど申しました修文ですね、文を直すというこ

とに対して、徹底したことを今試行錯誤している状態でござい

ますが、やっていきたいと考えておりますので、掲載時期につ

きましてはここで申し上げられませんが、少しお時間をいただ

きたいと考えております。 

非公開の時の会議録でございますが、これはやはり会議録と
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しては作るというのは私は思っておりません。記録としては残

すということはありますけれども、それを公開するしないにつ

きましては、先ほど申し上げました情報公開条例に照らし合わ

せて考えて行きたいと思っております。 

それから会議規則どおりの議事運営がされていないのでは

ないかということでございますが、非公開のときにはあらかじ

めこの議題については非公開とさしてもらいますというふうな

ことを事前申し上げるときもございますので、傍聴に来られた

ときは、そういう手を挙げる、挙手をしてというふうなことは

なかったと思いますが、事前に委員さんのご了解を得ておりま

すので、この点につきましては会議規則にのっとっているとい

うふうに理解しております。以上でございます。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 もう３問目で最終になるんですが、はやり次長少し認識を改

めていただけなければならないと思います。ホームページにつ

いても、掲載するしないによって中身を変えるんでない、次長

もそれらしきことは言うていますが、今までの記事録を見せて

いただいたときに、そこらかわっていくような状況は全く見ら

れんのんですよ。今回同僚議員がホームページの質問をして以

後、１２月の会議録はまったく、今までの会議録とは話しにな

らないほど分かりやすい内容の会議録になっています。ほうい

うことからして、ホームページに掲載するということがなって

はじめて中身が充実さそうというようなことになったとしか考

えられんのんですよ。本来は今までもずっとやっていかなけれ

ばならないことを、やらずに今ホームページの問題が上がって

変わったというようなかたちなんで、そこらはもう少し認識を

変えていただきたいと思います。 

次ぎに、非公開時の会議録の件なんですけども、これについ

ても会議録は残さずに記録は残す。この答弁自身でもおかしい

と思います。会議録自体が公文書になるんですから、公開する

しない、こういうことは問題ではないんですよ。公開しなくて

も公文書として会議録はのこさなけれならないということにな

ると思いますんで、そこのところも十分また勉強いただけたら

と思います。 

それと最後、会議録に基づいた会議の公開について、これも

前もって委員さんにいってあるから会議規則に基づいているん

だというような、そういう答弁がありましたが、会議規則では

一番最初にもいいましたが、委員長または委員の発議により、
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出席委員の２／３以上の多数で議決したときは、これを公開し

ないということになりますんで、前もって了解を得たいうんは

会議規則にはまったく明記されておりません。ひとつ例をいっ

て私の質問は終わりたいと思いますが、地方自治法でこれは議

会のことなんですが、会議の公開について第１１５条で明記を

されています。それを長野史朗先生書の逐条地方自治法という

ので、内容の解釈を見ますと、秘密会を開く場合の発議および

議決について、特別の要件を設けているのは秘密会が会議公開

の原則に対する重大な例外だからであって、秘密会を解くこと

は原則にかえることなんで、通常の過半数議決で足りる。これ

は行政実例にも書かれております。また会議公開の原則の例外

たる秘密会の開会は、必要最小限に務めるべきであって、採択

まで秘密会にして行うことは適当でないと書かれております。

行政にとって、会議の公開は原則だと思いますんで、そこらの

ところ十分研究・検討して今後運営をしていただきたいと思い

ますんで、よろしくお願いいたします。以上です。 

議 長 以上で北山議員の一般質問は終了いたしました。 

本日の日程は終了いたしました。本日はこれにて散会いたし

ます。ご苦労様でした。 

（時に １１時４５分） 
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３月１４日（木） 

（時に １１時４０分） 

議 長 只今の出席議員は１２名です。  
定足数に達しておりますので、休会前に引き続き本日の会議

を開きます。 

本日、町長から議案第４７号 平成２４年度美波町一般会計

補正予算（第６号）が、提出されました。  
これを日程に追加し、追加日程第１として、議題にしたいと

思います。また、日程の順序を変更し、先に審議したいと思い

ます。ご異議ございませんか。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。  
 

議案第４７号 平成２４年度美波町一般会計補正予算（第５

号）を日程に追加し、追加日程第１として、議題とすることに

決定しました。  
 

追加日程第１ 議案第４７号平成２４年度美波町一般会計補

正予算（第６号）を議題といたします。  
町長の提案説明を求めます。  
町長 

町 長 本日、追加提案させて頂く議案のご説明を申し上げます。こ

の後、ご審議を頂きます議案第４７号「平成２４年度 美波町

一般会計補正予算（第６号）」でありますが、歳入歳出の総額に

変更はなく、予備費から総務費へ８,７２０千円を組み替えた補

正予算といたしております。 

追加となる補正の主なものは、田井団地訴訟の判決の確定に

伴う弁護士への成功報酬２,５２０千円及び損害賠償金６,２０

０千円であります。この田井団地訴訟については、諸般の報告

でもご報告させて頂いたとおり、この度の最高裁判所の決定に

より、損害賠償金の額が確定されております。つきましては、

損害賠償額の支払いについて早急に手続きを進める必要がある

ため、その経費に係る予算について提案させて頂くものでござ

います。以上、簡単ではございますが提案理由の説明とさせて

頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議 長 詳細についての説明をお願いいたします。 

総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第４７号の説明をする） 



 86

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑内容ですので、質疑を終わります。 

討論を行います。討論はありませんか。 

「討論なし」と認めます。 

これから議案第４７号を採決します。 

お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（賛成  １１・反対  ０）  

「起立全員」です。  
議案第４７号は、原案のとおり可決されました。  
 

日程第１、委員長報告を行います。本議会に提出され各常任

委員会に付託されております議案を議題といたします。  
総務産業建設常任委員長の報告を求めます。  
委員長 

２ 番 議 員 総務産業建設常任委員会報告を行います。３月６日の本議会

におきまして、本委員会に付託されました議案につきまして、

３月１２日、全委員と委員外議員多数の出席をいただき慎重審

議の結果、総務産業建設常任委員会における審査の結果をご報

告申いたします。 

先ず、議案第７号から議案第１６号までの１０議案は、地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律、いわゆる地域主権改革一括法の施

行に伴う条例制定及び条例の一部改正となっております。 

平成２５年度美波町一般会計予算については、歳入歳出の総

額をそれぞれ４６億１千２百万円といたしており、前年度当初

予算との比較では、金額で３千２百万円、比率で０．７％の微

増となっております。 

財源については、歳入全体の自主財源は、９７８，３７４千

円２１．２％と少なくほとんど国・県に依存３，６３３，６２

６千円７８．８％とした財源となっております。  
審査の過程におきまして、地籍調査事業に質疑があり、場所

につきましては海岸近辺の住宅密集地区及び山林部の境界保全

が必要なところから着手する。日和佐地区では日和佐浦の一部、

奥河内字本村、由岐地区では西由岐字西・東、港町字西・東、

西の地字西地・東地の５地区については準備行程、赤松新発谷

地区については、現地調査、一部測量の実地するということで、
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面積は３，９３ｋ㎡を予定しています。併せて、地籍調査の前

段の事業で、地震及び津波対策の必要な都市部及び住宅密集地

区において、出来る限り早期に地籍調査を完了することを目的

として、国直轄の都市部官民境界基本調査を国に要望して実施

するとしております。このほか主なものとしては、公共施設再

生可能エネルギー導入事業、青年就農給付金、有害鳥獣対策交

付金、非常備消防詰所の高台移転、自主防災会連合会補助金な

どの質疑がありました。  
審議の結果、報告第１号株式会社道の駅日和佐の事業報告に

ついて、議案第４号過疎地域自立促進計画の一部を変更するこ

とについて、議案第５号町道路線の認定について、議案第６号

美波町玉厨子農村公園の指定管理者の指定について、議案第９

号美波町町道の構造の技術的基準を定める条例の制定につい

て、議案第１０号美波町町道に設ける道路標識の寸法を定める

条例の制定について、議案第１１号美波町移動等円滑化のため

に必要な町道の構造に関する基準を定める条例の制定につい

て、議案第１２号美波町準用河川に係る河川管理施設等の構造

の技術的基準を定める条例の制定について、議案第１５号美波

町水道法施行条例の制定について、議案第１７美波町特別職の

職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第１８号美波町教育委員会教育長

の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、議案第１９号美波町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、議案第２６号美波町都市計

画審議会条例の制定について、議案第２７号美波町飛行場外離

着陸場の設置及び管理に関する条例の制定について、議案第３

４号平成２５年度美波町一般会計予算（総務産業建設常任委員

会関係）、議案第３８号平成２５年度美波町赤河内財産区特別会

計予算、議案第３９号平成２５年度美波町簡易水道事業特別会

計予算、議案第４０号平成２５年度美波町漁業集落排水事業特

別会計予算、議案第４１号平成２５年度美波町公共下水道事業

特別会計予算、議案第４５号平成２５年度美波町水道事業会計

予算の計２０件につきましては、３月１２日委員５名出席のも

と審議の結果、総務産業建設常任委員会は原案のとおり承認及

び可決いたしましたので、ご報告いたします。  
以上で、総務産業建設常任委員会報告を終わります。 

議 長 続いて、文教厚生委員会委員長の委員会報告を求めます。 

委員長 
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８ 番 文教厚生常任委員会委員長報告を行います。  
３月６日の本議会におきまして、本委員会に付託されました

議案につきまして３月１３日翌１４日の両日、全委員と委員外

議員多数の出席をいただき慎重に審議いたしました。文教厚生

常任委員会における審査の結果をご報告申し上げます。  
議案第７号美波町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定について（条例第

１号）、議案第８号美波町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の制定について（条例第２号）、議案第１３号美波町

営住宅等の整備基準を定める条例の制定について（条例第７

号）、議案第１４号美波町移動等円滑化のために必要な特定公園

施設の設置に関する基準を定める条例の制定について（条例第

８号）、議案第１６号美波町都市公園の設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例の制定について（条例第１０号）、議案

第２１号美波町学校施設における夜間照明施設の設置及び管理

に関する条例の制定について（条例第１５号）、議案第２２号美

波町町民グラウンド設置及び管理条例の一部を改正する条例の

制定について（条例第１６号）、議案第２３号美波町立日和佐幼

稚園設置条例の一部を改正する条例の制定について（条例第１

７号）、議案第２４号美波町子どもはぐくみ医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について（条例第１８号）、 
議案第２５号美波町新型インフルエンザ等対策本部条例の制定

について（条例第１９号）、議案第３４号平成２５年度美波町一

般会計予算（文教厚生常任委員会関係）、議案第３５号平成２５

年度美波町国民健康保険事業特別会計予算、議案第３６号平成

２５年度美波町住宅改良資金貸付特別会計予算、議案第３７号

平成２５年度美波町育英奨学金貸付事業特別会計予算、議案第

４２号平成２５年度美波町介護保険事業特別会計予算、議案第

４３号平成２５年度美波町国民健康保険阿部診療所特別会計予

算、議案第４４号平成２５年度美波町後期高齢者医療特別会計

予算、議案第４６号平成２５年度美波町病院事業会計予算、計

１８議案につきましては、審議の結果、文教厚生常任委員会は、

原案のとおり可決いたしましたので、ご報告いたします。  
なお議案第４６号平成２５年度美波町病院事業会計予算につ

きましては、委員から予算見積もりに異議があり、討論・採決

の結果、可決されました。 
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以下、審査の過程におきまして質疑等のありました事項につ

いて、主なものについて、その概要を申し上げます。  
日和佐幼稚園の授業料及び保育料並びに入園料は、同一世帯

から３人目以降の幼児は免除する。また、保育園の保育料も徴

収規則で改正する予定である。  
美波町児童館の運営委託料、開館時間について、パート職員

を１名増員し開館時間を９時３０分～８時３０分に一時間早め

た。  
由岐地区の現在由岐公民館の２階にある機能訓練室を由岐地

域交流支援センターに移行し、運営を美波町社会福祉協議会に

委託する。これについては広報・福祉協議会のお知らせ等で周

知を図っていく。  
このほか、海部老人ホーム、郡特養老人ホームの状況、イン

フルエンザ予防接種の子ども･学生等に補助の検討、今後津波に

備えた町営住宅の高台への移転、学校施設における夜間照明施

設の利用、定住自立圏内における図書事業の推進についてなど

の質疑等がありました。以上で、文教厚生常任委員会報告を終

わります。 

議 長 以上で両委員長報告は終わりました。 

質疑に移ります。委員長報告に対する質疑を許可します。意

見のある方は挙手願います。 

質疑もないようですので、これで質疑を終わります。 

討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。 

小休します 

（時に １２時０５分） 

 （小休中） 

（時に １２時０５分） 

 再開します。 

北山議員 

７ 番 議 員 私は委員会でも反対しましたので、全体のことでという話な

んで、病院事業、２５年度の病院事業について反対をいたしま

す。まず理由としましては、委員長も報告でありましたが、見

積もりについての問題という報告がありましたように、やはり

予算は適正な見積もりで作成をするべきと思います。委員会の

議論の中でも分かりますように、この病院会計については収入

について、あるいは支出について、双方について過大な見積も

りで見積もられていると思います。自治法でありますように行
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政の執行については最小の経費で最大の効果をあげなければな

らない、あるいは予算作成については収入は厳しく支出はほど

ほどっていうんですか、ほういう原則もありますんで、そうい

うことからしてこの病院、２５年度の病院事業については反対

をいたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

議 長 他に討論ありませんか。 

「討論なし」と認めます。 

これより採決を行います。  
報告第１号及び議案第４号から第２７号、議案第３４号から

第４６号までを一括採決を行いたいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。  
総務産業建設常任委員会及び文教厚生常任委員会へ付託して

おりました、報告第１号及び議案第４号から第２７号、議案第

３４号から第４６号、計３８件に対する委員長の報告は 

小休します。 

（時に １２時０７分） 

 （小休中） 

（時に １２時０８分） 

議 長 再開します。 

総務産業建設常任委員会及び文教厚生常任委員会へ付託して

おりました、報告第１号及び議案第４号から第２７号、議案第

３４号から第４５号、計３７件に対する委員長の報告は可決で

あります。 

お諮りします。  
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求め

ます。  
（賛成 １１･反対  ０）  

起立多数です。  
報告第１号及び議案第４号から第２７号、議案第３４号から

第４５号まで、計３７件は原案のとおり可決されました。  
 
お諮りします。 

議案第４６号平成２５年度美波町病院事業会計予算を採決し

ます。賛成の方の起立を求めます。  
（賛成 １０･反対  １）  

起立多数です。  
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議案第４６号は可決されました。 

 

日程第２ 発議第１号美 波 町 議 会 議 員 の 定 数 を 定 め る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の制定についてを議題といたしま

す。  
提出者の説明を求めます。  
新開議員 

１ ２ 番 議 員 発議第１号、美波町議会議長 坂口進殿。平成２５年３月１

４日提出、提出者、美波町議会議員 新開悦博、賛成者、美波

町議会議員 江本昇、影山美雄、川尻竹蔵、永本善次郎、丸龍

孝敏、北山朝彦、向山篤宏、岩瀬公、坂口進、寺下博子、舛田

邦人。美 波 町 議 会 議 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 の制定について、上記の議案を、別紙のとおり地方自

治法第１１２条及び会議規則第１３条第１項及び第２項の規定

により提出します。美 波 町 条 例 第 ２ ２ 号  美 波 町 議 会 議 員

の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 、美 波 町 議 会

議 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 美 波 町 条 例 第 ４

号 ）の一部を次のように改正する。本則中「１４人」を「１２

人」に改める。附則、この条例は、次の一般選挙から施行する。

内容について、美 波 町 議 会 議 員 の 定 数 を 定 め る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例（ 平 成 １ ８ 年 美 波 町 条 例 第 ４ 号 ）の 一

部 を 改 正 す る 条 例 を 別 紙 の と お り 制 定 す る も の と す る 。

提案理由、国の財政は、毎年度の巨額の財政赤字と、依然と

して高水準にある長期債務残高など国・地方とも引き続き極め

て深刻な状況にある。本町においても、町の財政状況が厳しさ

を増す中、美波町議会としても行財政改革を推し進めるため、

また、他町の状況等も考慮して、議員自らが、議員定数の削減

を行う本案を提出するものである。 

議 長 全議員が賛成議員ですので、討論も質疑もなしといたしま

す。 

発議第１号を可決することに賛成の方、起立願います。  
（賛成 １１･反対  ０）  

「起立多数です。」  
よって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第３ 発 議 第 ２ 号 美波町議会会議規則の一部を改正す

る規則の制定についてを議題といたします。提出者の説明を求

めます。  
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新開議員 

１ ２ 番 議 員 発議第２号、美波町議会議長 坂口進殿。平成２５年３月１

４日提出。提出者、美波町議会議員 新開悦博、賛成者、美波

町議会議員 丸龍孝敏、江本昇、向山篤宏、北山朝彦、寺下博

子、舛田邦人。美波町議会会議規則の一部を改正する規則の制

定について。上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第１１２

条及び会議規則第１３条第１項及び第２項の規定により提出し

ます。美波町規則第２号 美波町議会会議規則の一部を改正す

る規則。美波町議会会議規則（平成１８年議会規則第１号）の

一部を次のように改正する。｢第１４章会議録（第１１４条・１

１５条）目次中、第１５章議員の派遣（第１１６条）を、第１

６章補則（第１１７条）」「第１４章公聴会（第１１４条－第

１１９条）第１５章参考人（第１２０条）第１６章会議録（第

１２１条・第１２２条）に改める。第１７章議員の派遣（第１

２３条）第１８章補則（第１２４条）」第１６条第１項中「第

１１５条の２」を「第１１５条の３」に改める。第７１条第２

項中「第１０９条の２第３項」を「第１０９条第３項」に改め

る。第１６章中第１１７条を第１２４条とし、同章を第１８章

とする。第１５章中第１１６条を第１２３条とし、第１項中「第

１００条第１２項」を「第１００条第１３項」に改め、同章を

第１７章とする。第１４章中第１１４条を第１２１条とし、第

１１５条を第１２２条とし、同章を第１６章とする。第１３章

の次に次の２章を加える。第１４章公聴会、（公聴会開催の手

続）第１１４条議会が、法第１１５条の２第１項の規定により、

会議において公聴会を開こうとするときは、議会の議決でこれ

を決定する。２ 議長は、前項の議会の議決があったときは、

その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項

を公示する。（意見を述べようとする者の申出）第１１５条 公

聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめ

その理由及び案件に対する賛否を議会に申し出なければならな

い。（公述人の決定）第１１６条 公聴会において意見を聴こ

うとする利害関係者及び学識経験者等（以下「公述人」という。）

は前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中

から議会において定め、議長は、本人にその旨を通知する。２

あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び

反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなけ

ればならない。（公述人の発言）第１１７条 公述人が発言し

ようとするときは、議長の許可を得なければならない。２ 公
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述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えては

ならない。３ 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に

不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席

させることができる。（議員と公述人の質疑）第１１８条 議

員は、公述人に対して質疑をすることができる。２ 公述人は、

議員に対して質疑をすることができない。（代理人又は文書に

よる意見の陳述）第１１９条 公述人は、代理人に意見を述べ

させ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議

会が特に許可した場合は、この限りでない。   第１５章 参

考人第１２０条 議会が、法第１１５条の２第２項の規定によ

り、会議において参考人の出席を求めようとするときは、議会

の議決でこれを決定する。２ 議長は、前項の場合において、

参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必

要な事項を通知しなければならない。３ 参考人については、

第１１７条《公述人の発言》、第１１８条《議員と公述人の質

疑》、第１１９条《代理人又は文書による意見の陳述》の規定

を準用する。附則、この規則は、公布の日から施行する。  
提案理由、「地方自治法の一部を改正する法律」が平成２４

年８月２９日に成立した地域主権改革一括法の施行による条例

の一部を改正する法律の公布に伴い、「法第１１５の２第の規定

により、本会議においても公聴会の開催、参考人の招致をする

ことができることとする。」規定が新たに設けられました。  
このことにより、美波町議会会議規則に規定するものであ

ます。 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑ありませんか。 

永本議員 

５ 番 議 員 質疑でないんです、さっきあのう提出者から   一字抜け

ておりますのでね、１２０条のところ、議会が、法第１１５条

その次の条・・・ 

議 長 他に質疑ありませんか。質疑を終わります。 

討論を行います。討論は、ありませんか。  
「討論なし」と認めます。  
これから、発 議 第 ２ 号 を 採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  



 94

（賛成 １１･反対  ０）  
「起立全員です。」  
よって、発議第２号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第４ 議員派遣の件を議題といたします。  
お諮りします。  
議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり派遣す

ることにしたいと思いますがご異議ございませんか。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。  
議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり派遣することに

決定しました。  
 

日程第５ 常任委員会等の閉会中の継続調査申出書について

議題といたします。  
各常任委員長から所管事項のうち、会議規則第７３条の規定

によって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続

調査の申し出があります。  
お諮りします。  
それぞれ委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに、ご異議ございませんか。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに決定しました。  
 

以上で本日の日程は終了しました。  
お諮りします。  
本定例会の会議に付された事件は､すべて終了しました。本日

で閉会したいと思います。ご異議ございませんか。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。  
本定例会は､本日で閉会することに決定しました。  
これで本日の会議を閉じます。平成２５年第１回美波町議会

定例会を閉会します。 

ありがとうございました。 

（時に １２時２４分） 
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